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１ 基本的な事項 

（１）愛南町の概況 

ア 愛南町の自然的、歴史的、社会的、経済的諸条件の概要 

愛南町は、愛媛県の最南端にあって、北は四国山地から分岐して東西に走る篠山支

脈の標高 800m 前後の急峻な山岳部をもち、宇和島市に連なり、南は東西に長くひら

けて太平洋に面しており、その東は高知県宿毛市に接し、西は豊後水道に面している

自然環境に恵まれた東西 28.7 km、南北 18.3km、総面積 238.94k ㎡の町である。 

主な産業は、一本松、城辺の北部、御荘の北東部の内陸部で農林業が盛んであり、

海岸部は、水産資源を活用した漁業及び魚類養殖の水産業中心の地域である。 

気候は、年間平均気温は 17 度前後、年間平均降水量は 1,700～2,000mm となってお

り、冬季には降霜及び年数回の積雪は見られるものの比較的温暖で居住するには適し

た環境である。 

地形は、内陸、山間部は四国山地から分岐した一本松地区の国立公園篠山（1,065

ｍ）を中心とした森林地域が広がっており、ここを発した僧都川の流域に平野部が開

けている。また、海岸部は典型的なリアス式海岸で、碧い黒潮の海、緑の島や半島に

囲まれている。 

愛南町の地は、古くは平城貝塚、京都青蓮院の荘園、中世の御荘氏、近世の御荘組、

近現代の南宇和郡と、一体感を持った地域として発展してきた。明治 22 年 12 月に町

村制が施行され、当時の南宇和郡は内海村・御荘村・緑僧都村・城辺村・一本松村・

西外海村・東外海村の７か村に統合・再編された。これ以降、戦前まで７か町村があ

ったが、内海村から南内海村が分村して８か町村となったものの、「昭和の大合併」

によって５か町村に減少し、南宇和郡は内海村・御荘町・城辺町・一本松町・西海町

の５か町村となった。そして、平成 16 年 10 月１日、「平成の大合併」により５か町

村が合併して愛南町が誕生した。 

本町から県庁所在地である松山市へは、距離にして約 150km、車で約２時間半、南

予の中心的都市である宇和島市へは、距離にして約 50 km、宇和島道路の延伸により

車で約 50 分と 10 分程度短縮したものの、大都市圏へ向けた経済活動の中心となる基

幹道路は国道 56 号のみと極めて脆弱であり、農林水産業における販路の拡大や新た

な産業立地の機会の拡大、観光、交流産業の振興など経済基盤強化のためにも高速交

通網の早期整備が望まれている。 

 

イ 愛南町における過疎の状況 

本町の人口は、19,601 人（令和２年国勢調査）で、平成 27 年と比べると 10.5％の

減少となっている。また 65 歳以上の高齢者の割合は 45.6％で、平成 27 年には 39.7％

であったのが、５年間で 5.9％増加しているのに対し、年少人口（15 歳未満）比率が
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9.8％から 8.1％と低下しており、団塊の世代の年齢上昇により、65 歳以上の老年人

口が増加している一方で、若い世代や親となり得る若年層の転出による社会人口の減

による出生数の減少が顕著であり、少子・高齢化も進んでいる。 

このような状況の中、本町では過疎対策として、漁港海岸施設の整備、農林水産物

の安定生産のための生産基盤の整備、林道整備に取り組むとともに、農林水産物の販

路拡大や６次産業化支援などの地場産業の振興に努めている。今後も産業経済の安定

と発展を図るための基盤整備を進め、人々の定住を促すとともに、地域の特性を活か

し、時代の変化に合わせた新しい産業の創出やすべての産業の礎となる人材を育成し、

社会経済基盤の確立を図る。 

また、住民の生活環境向上や安定促進を図るため、福祉・医療の充実や生活道路の

整備、防災・消防、救急医療体制の強化による生活環境の整備に取り組むとともに、

文化活動やスポーツ等に親しめる環境の充実、子育て支援や児童福祉・教育環境の充

実に努め、安心して子供を生み育てられる環境づくりと若者の定住促進、高齢者の生

きがいづくり、いつまでも安心で快適な活力あふれる街づくりを進めていく必要があ

る。 

 

ウ 産業構造の変化、地域の経済的な立地特性、社会経済的発展の方向の概要 

令和２年国勢調査の産業別分類でみると、総数 8,969 人のうち第１次産業が 20.0％、

第２次産業が 14.1％、第３次産業が 63.0％となっている。 

平成 27 年の国勢調査と比較すると第１次産業では農林業が 7.1％の減少、漁業が

12.5％の減となっており、第２次産業では建設業が 1.3％減少し、製造業が 13.3％の

減となっており、第３次産業では宿泊業・飲食サービス業が 11.9％の減少、卸売業・

小売業が 13.8％減少した一方で、医療・福祉においては 0.8％の増となっており、ほ

とんどの産業で減少傾向にある。 

また、消費者ニーズの多様化、近隣市への大型店の進出により中小小売業の経営環

境は厳しさを増し、地元商店街の低迷が続いている。合わせて、経営者の高齢化や後

継者の不在等により、商店数が減少しており、中心市街地の商店街は、空き店舗が増

加するなど空洞化が進行している。 

町では、社会経済の発展のため、福祉や環境に配慮しながら、幹線道路や生活道路

の整備を進めるとともに、四国横断自動車道の整備促進や路線バス運行改善のための

コミュニティバスの運行など、町内及び宇和島・松山方面、高知県宿毛市方面への輸

送力の増強と利便性の向上を図っていく。 

また、快適で質の高い生活環境を創出するため、河川、排水路、上下水道、公園等

の生活環境基盤施設の整備に取り組み、住宅については、高齢化に伴う福祉施策や民

間との適切な連携のもとに、多様な居住ニーズや需要に対応した快適な住環境整備を

推進する。 
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（２）人口及び産業の推移と動向 

本町の人口は、戦後の昭和 25 年をピークに、以来ずっと減少傾向が続き、平成２

年の 32,295 人から令和２年の 19,601 人まで、30 年間に 12,694 人減少した。 

年齢階層別人口構造を見ると、生産年齢人口（15 歳～64 歳）は、平成 2 年（1990

年）の 20,550 人から令和２年（2020 年）の 8,969 人へと 11,581 人減少した。 

このように本町では、今後も若年層の流出が続き、益々高齢化が進行するものと予

想される。 

本町の産業は、内陸部の農林業と中央部の商工業、海岸部の水産業に大別でき、産

業別就業者総数は、平成２年から令和２年の 30 年間に 15,374 人から 8,969 人へと

6,405 人減少している。内訳としては、漁業、農業を主体とする第１次産業では、後

継者不足などにより 3,171 人減少し、構成比では 32.3%から 20.6%に低下している。

第２次産業では、就業者数は 2,396 人減少しており、構成比は 23.8%から 14.5%に低

下している。また、第３次産業については、サービス機能の充実に伴い、平成２年の

6,742 人から令和２年の 5,646 人へと 1,096 人減少しているが、構成比は 43.9%から

64.8%へと高率のまま推移している。 

今後、高齢化社会に対応した定年延長や、高齢者の就労促進、就業の場の確保、若

者定住施策などにより、就業者総数の減少傾向に歯止めをかける必要がある。 
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表１－１（１）　人口の推移（国勢調査）

実　数 増減率 実　数 増減率 実　数 増減率 実　数 増減率 実　数 増減率

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

38,779 △ 12.8 34,672 △ 10.6 33,845 △ 2.4 33,800 △ 0.1 33,768 △ 0.1

12,137 △ 28.2 8,959 △ 26.2 7,831 △ 12.6 7,535 △ 3.8 7,094 △ 5.9

22,887 △ 4.7 21,852 △ 4.5 21,820 △ 0.1 21,664 △ 0.7 21,673 0.0

うち

15歳～

29歳（ａ） 7,680 △ 9.3 6,919 △ 9.9 6,853 △ 1.0 5,911 △ 13.7 5,158 △ 12.7

3,755 5.0 3,861 2.8 4,192 8.6 4,592 9.5 5,001 8.9

％ ％ ％ ％ ％

19.8 － 20.0 － 20.2 － 17.5 － 15.3 －

％ ％ ％ ％ ％

9.7 － 11.1 － 12.4 － 13.6 － 14.8 －

昭和35年

実　数

人

昭和50年昭和40年 昭和45年 昭和55年 昭和60年

０歳～14歳

15歳～64歳

44,496

16,906

65歳以上

（ｂ）

8,468

区 分

総 数

（ｂ）/総数

高齢者比率

19.0

％

8.0

（ａ)/総数 ％

若年者比率

3,576

24,014

 

実　数 増減率 実　数 増減率 実　数 増減率 実　数 増減率 実　数 増減率 実　数 増減率 実　数 増減率

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

32,295 △ 4.4 31,101 △ 3.7 29,331 △ 5.7 26,636 △ 9.2 24,061 △ 9.7 21,902 △ 9.0 19,601 △ 10.5

6,054 △ 14.7 5,031 △ 16.9 4,211 △ 16.3 3,434 △ 18.5 2,690 △ 21.7 2,137 △ 20.6 1,585 △ 25.8

20,550 △ 5.2 19,497 △ 5.1 17,778 △ 8.8 15,373 △ 13.5 13,297 △ 13.5 11,008 △ 17.2 9,037 △ 17.9

うち

15歳～

29歳（ａ） 4,614 △ 10.5 4,590 △ 0.5 4,141 △ 9.8 2,857 △ 31.0 1,994 △ 30.2 1,712 △ 14.1 1,371 △ 19.9

5,691 13.8 6,573 15.5 7,337 11.6 7,829 6.7 8,063 3.0 8,687 7.7 8,942 2.9

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

14.3 － 14.8 － 14.1 － 10.7 － 8.3 － 7.8 － 7.0 －

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

17.6 － 21.1 － 25.0 － 29.4 － 33.5 － 39.7 － 45.6 －

平成７年 平成17年平成12年 平成22年

若年者比率

（ｂ）/総数

高齢者比率

（ａ)/総数

65歳以上

（ｂ）

区 分

総 数

平成２年

０歳～14歳

15歳～64歳

令和２年平成27年

 

 

 

表１－１（２） 人口の見通し 

区 分 2015 年 2020 年 2030 年 2040 年 2050 年 2060 年 

総人口(人) 21,902 20,340 17,415 14,481 11,953 10,037 

年少人口(人) 2,137 1,889 1,733 1,565 1,476 1,252 

(0～14 歳)(％) 9.8 9.3 10.0 10.8 12.3 12.5 

生産年齢人口(人) 11,036 9,404 7,436 6,081 5,333 5,141 

(15～64 歳) (％) 50.4 46.2 42.7 42.0 44.6 51.2 

老年人口(人) 8,729 9,047 8,245 6,835 5,145 3,644 

(65 歳以上) (％) 39.9 44.5 47.3 47.2 43.0 36.3 
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（３）町の行財政の状況 

ア 行 政 

本町では、愛南町自治基本条例により、町民、事業者及び行政がそれぞれの役割分

担のもと、協働によるまちづくりを推進している。少子高齢化による限界集落の増加、

それに伴う地域のコミュニティ活動の低下が懸念されるため、地域の運営・維持への

支援を図っている。 

一方で、高度情報化の進展や地域防災意識の高まりなどの住民ニーズの多様化や地

方分権改革の進展など、本町を取り巻く環境は大きく変化しており、限られた行政資

源の効果的・効率的な活用による自主自立のまちづくりが求められている。そのため、

町の事業、公共施設等で計画的に運営するマネジメント手法を導入し、持続可能な自

治体経営に取り組んでいる。 

また、本町は、人口減少や少子高齢化、地場産業の育成など、多くの課題に直面し

ています。「人口減少に立ち向かう」「次世代につなぐ産業振興」「地域防災力の向上

による災害に強いまちづくり」「高齢者も安心のまちづくり」の課題解決に向け、よ

り効果的かつ効率的な行政サービスの提供を目指している。 

 

イ 財 政 

 令和６年度の財政状況は、歳入総額18,030,520千円、歳出総額17,835,335千円で、

歳入歳出差引額は 195,185 千円となった。歳入歳出差引額から翌年度に繰り越すべき

財源 174,478 千円を控除した実質収支は、20,707 千円で、単年度収支は△583,857 千

円、実質単年度収支は△568,246 千円となった。 

 歳入については、自主財源が 6,697,463 千円（歳入総額の 37.1％）と、本町では依

存財源に頼らざるを得ない状況にあり、中でも普通交付税は 6,786,978 千円で、歳入

総額の 37.6％を占め、その動向は、町財政に大きな影響を与えるものである。 

町の財政運営に大きな恩恵があった町村合併による財政特例措置は、平成 27 年度

以降段階的に縮減され、令和 6 年度の合併特例事業債で完全に終了となっている。 

 歳出については、人件費、扶助費及び公債費の義務的経費が 7,545,882 千円（歳出

総額の 42.3％）と高い割合を占め、その他の経費についても、公営事業会計への繰出

金や補助金、物価高騰による物件費などが増加傾向となっている。 

 こうした状況の中、緊急度・優先度を重視した事業の実施に努めてきた結果、公債

費については減少傾向にあるが、今後も予想される少子高齢化や社会保障関係費の増

加、雇用環境及び地場産業の停滞などに対応していくため、地域性や将来性を考慮し

た地域活性化のための施策の推進、町の規模に見合う歳出規模への縮減、最少の経費

で最大の効果が得られるような財政運営を行っていく必要がある。 

 

ウ 施設整備水準の状況と今後の動向 
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 本町における主要公共施設等の整備状況については、表１－２（２）のとおりであ

るが、令和元年度末の状況では、町道改良率は、52.5％、舗装率は 85.1％となってお

り、いずれも施設整備の割合が向上している。また、農道・林道についても計画的な

整備を行っている。 

水道普及率は、99.8％と高い水準となっている。 

医療機関については、人口千人当たり病院、診療所の病床数は、16.2 床となってい

る。 

今後も、引き続き道路網や上下水道などの生活環境施設や医療機関の整備に努めて

いく必要がある。 

 

表１－２（１）　市町村行財政の状況 　　　　　　　(単位：千円)

平成27年度 令和２年度 令和６年度

17,122,513 18,170,054 18,030,520

11,370,090 11,232,955 11,028,142

1,004,029 4,006,515 1,388,546

825,840 1,068,789 840,265

3,019,100 1,149,247 772,974

うち過疎債 1,121,100 508,100 456,100

903,454 712,548 4,000,593

16,171,128 17,374,844 17,835,335

6,851,030 7,157,570 7,545,882

3,349,085 2,077,845 1,685,732

うち普通建設事業 3,338,208 1,950,867 1,650,308

5,971,013 7,379,704 7,949,879

1,495,737 759,725 653,842

951,385 795,210 195,185

206,847 156,411 174,478

744,538 638,799 20,707

0.23 0.22 0.23

20.1 20.2 18.9

7.5 8.1 10.0

－ － －

83.7 99.5 95.9

14.0 － －

21,784,113 18,013,728 12,666,036

過疎対策事業費

歳入歳出差引額　Ｃ（Ａ－Ｂ）

経　常　収　支　比　率

実　質　公　債　費　比　率

将　来　負　担　比　率

義　務　的　経　費

投　資　的　経　費

そ　　　の　　　他

翌年度へ繰越すべき財源　Ｄ

地　方　債　現　在　高

実質収支　Ｃ－Ｄ

財　政　力　指　数

公　債　費　負　担　比　率

起　債　制　限　比　率

歳　入　総　額　Ａ

区　　　　分

一　般　財　源

都道府県支出金

地　　　方　　　債

そ　　　の　　　他

国　庫　支　出　金

歳　出　総　額　Ｂ
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表１－２（２）　主要公共施設等の整備状況

平成２年度末 平成12年度末 平成22年度末 令和２年度末 令和６年度末

35.8 43.7 47.2 52.0 52.5

79.6 82.1 83.7 84.9 85.1

57,522.0 54,311.0 51,099.0 5,131.0 51,502.0

22.0 24.5 － － －

77,043.0 98,303.0 113,784.0 108,432.3 110,843.6

4.6 5.4 － － －

98.0 98.9 99.5 99.8 99.8

17.9 18.9 31.8 47.4 53.2

18.3 19.6 19.2 15.2 16.2

区　　　　分

町　　　　道

水　道　普　及　率　（％）

人口千人当り病院、

延　　　長　（ｍ）

林　　　　道

延　　　長　（ｍ）

水　洗　化　率　（％）

診療所の病床数　　（床）

改　良　率　（％）

耕地１ｈａ当り農道延長（ｍ）

林野１ｈａ当り林道延長（ｍ）

農　　　　道

舗　装　率　（％）
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（４）地域の持続的発展の基本方針 

愛南町では、地域の持続的発展を図るため、地域を支える柱となる社会基盤や産業

基盤の整備を進めるとともに、産業の振興や生活環境の整備、保健・福祉の充実、教

育文化の向上、そして地域活力の創造など「住む魅力があふれる地域づくり」を進め

る。 

また、人口の減少と少子・高齢化が、今後も進行していくものと予想されるが、居

住環境や子育て支援環境の充実など、若年層を対象とした定住条件の整備を進めて、

年少人口や生産年齢人口の維持・確保に努める｡ 

さらに、過疎債や国・県等の各種補助金を効率的に活用して、バランスのとれた地

域の健全な発展を図る。 

 

ア 賑わいと活力あふれる地域づくり（産業の振興） 

 農業については、生産基盤の整備と担い手の育成を進め、河内晩柑をはじめとする

柑橘類の品質向上と生産性の向上を図るとともに、スマート農業の推進により、省力

化と効率的な生産体制を構築する。あわせて、販路の多様化や加工・輸出など付加価

値化を推進し、持続的な地域農業の振興を図る。 

林業については、森林の有する多面的機能の発揮を目指し、森林整備に必要な林道

網の整備を進めるとともに、森林環境譲与税を活用しながら森林整備や林業従事者の

環境改善、担い手の確保・育成を図る。 

水産業については、気候変動の影響を踏まえ、漁場環境の保全・再生と持続的な生

産体制の確立を図る必要がある。また、地域資源の価値や魅力を最大限に活用するた

め、「海業（うみぎょう）」を推進し、地域の賑わいや所得・雇用の創出を図る。これ

により、漁村・漁港の活性化や交流の促進を通じた水産物安定供給体制の確立を目指

す。併せて、資源管理型漁業の推進、後継者の育成・確保、加工流通機能の整備・充

実を図る。 

製造業・地域産業については、企業及び研究開発機関の積極的な誘致を図るととも

に、第１次産業と結合した新たな起業の創出や人材育成を推進する。 

商工業については、交流と賑わいの中心地としてのコミュニティ機能を兼ね備えた

商業空間の創出を目指し、時代のニーズにあった新しい取組みを推進しながら、経営

の近代化と魅力ある店づくりを促進し活性化を図る｡ 

観光については、宇和海、四国山地の恵まれた自然、歴史、文化資源等の本町の有

する多彩な地域資源を活用し、これらを有機的に結合させながら、魅力ある観光地づ

くりを推進するとともに、南予レクリエーションエリアの形成を図る。 

地域間交流については、従来の観光やイベント等の交流事業とともに、体験学習や

人材、情報交換といった双方向での交流事業についても充実させる。 
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イ 自然と共存し安全で快適な地域づくり（生活環境の整備） 

 交通・輸送・通信機能を高め、生活や産業の基盤を強化していくため、高速交通網

の整備促進を高速道路の建設促進協議会の一員として、県とともに、国に要望するほ

か、生活道路の整備などを広域的に進める。 

情報通信基盤の整備については、防災、健康福祉、文化・学習など各分野にわたる

総合的な情報ネットワーク化を強化する。 

 質の高い生活環境が確保され快適な生活が送れるよう、自然と調和した住みよい居

住環境の充実に努め、人々の定住促進を図る。 

 公共施設を中心とした建造物の防災性能を向上させるとともに、防災・消防、救急

医療体制の強化を図る。 

 安全で落ち着いた住民生活のために、歩車道の分離や沿道緑化等の人や自然にやさ

しい交通環境の整備を進める。 

 

ウ 豊かで健やかに暮らせる地域づくり（保健・福祉の充実） 

 乳幼児期から高齢期に至る生涯の各時期に応じた健康の保持増進から治療・リハビ

リテーションまでの一貫した保健・医療システムを形成する。 

 地域において住民同士が互いに支えあう福祉環境の形成を進めるとともに、介護保

険事業を中心とする在宅福祉、施設福祉、生活支援サービスの充実を図る。 

また、子どもが健やかに育ち、高齢者が生きがいを持ち心豊かに暮らせる生活条件

の整備を積極的に推進する｡特に若年層の定住条件を高めるため、子どもを生み育て

やすい環境づくりを充実させるとともに、高齢者に対しては、シルバー人材センター

等を活用し、就労や社会参加の場の確保など、生きがいづくりを総合的に支援し、活

力がみなぎる福祉社会の構築を図る｡ 

 

エ 夢と文化を育む地域づくり（教育文化の向上） 

 全小・中学校コミュニティ・スクールとして、地域を愛し、地域に誇りを持つこと

ができる児童生徒の育成を目指した「地域とともにある学校」づくりを継続し、学習

指導要領の主旨を踏まえた質の高い学校教育に努める。 

 さらに、GIGA スクール構想の推進を継続し、個別最適な学びと協働的な学びを両立

させ、児童生徒が多様化し、学校が様々な課題に取り組む中にあっても、誰一人取り

残すことのない教育の推進と未来を担う人材の育成に努める。 

 住民に優れた文化に接する機会を提供するとともに、文化活動の支援や文化の振

興・交流促進を図り、地域文化の次世代への継承を推進する。また、文化財の保護と

活用に積極的に取組み、新たな文化財指定を目指すとともに、町を誇りに思う住民の

気持ちの醸成を図る。 

 国際交流の機会の拡大や国際感覚にすぐれた人材の育成に努め、外国語指導助手の
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配置や海外研修事業の実施を通じて海外との文化や人材交流を進める。 

 

（５）地域の持続的発展のための基本目標 

 地域の持続的発展の基本方針に基づき達成すべき計画全般に関わる基本目標は、次

のとおりとする。 

 〇人口に関する目標 

目標項目 
現状値 

(令和６年度) 

目標値 

(令和 12 年度) 

過疎地域の人口 18,337 人 17,415 人 

社会人口増減(住基) △123 人 △90 人 

自然人口増減(住基) △373 人 △330 人 

 

 〇財政力に関する目標 

目標項目 
現状値 

(令和６年度) 

目標値 

(令和 12 年度) 

実質公債費比率 10.0％ 7.7% 

 

（６）計画の達成状況の評価に関する事項 

 本計画の取組みについては、全庁的に実施している事業評価や総合計画などの進捗

管理により、事業毎にＰＤＣＡサイクルに基づいた効果検証や進捗管理を行う。 

また、記載事業をはじめとする計画全体の進捗状況については、毎年、地域運営組

織など地域住民が組織する機関へ定期的に報告を行うこととする。具体的には、その

年度の決算の議会承認後、地域運営組織などへの報告を継続していくほか、町ホーム

ページへの掲載などにより日常的な情報発信の方法などにより周知を図る。 

 

（７）計画期間 

 令和８年４月１日から令和 13 年３月 31 日までの５箇年とする。 

 

（８）公共施設等総合管理計画との整合 

 今後の人口動向や厳しい財政見通しを踏まえて、公共施設等の総量や配置の見直し

を計画的に進め、財政負担の軽減を図りながら、公共施設等の適正な管理を推進する。 

住民サービスの維持・向上を図るために、旧町村単位を基準とした施設存廃の検討

から脱却し、公共施設等の最適配置と集約化を検討することで、町の将来的な財政見

通し及び行政改革の指針に即した持続可能性のある公共施設等のあり方を追求する。 

また、将来の人口構成変化や公共施設等の更新にあわせて、施設総量の縮減を図る。 
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さらに、施設の集約化を進める一方で、中長期的に存続する施設の多機能化、施設

機能の確保・強化及び広域連携等を推進し、住民サービスの維持または向上を図る。 

また、本計画に記載された全ての公共施設等の整備は、愛南町公共施設等総合管理

計画に適合しており、行政改革を推進するために、公共施設等の全体像を的確に把握

し、施設利用状況、維持管理運営コスト状況など建設から廃止までのライフサイクル

コスト全体を視野に入れ、財政負担の軽減を図りながら効率的かつ持続可能な施設運

営を目指した中長期的な施設維持管理体制を確立する。また、住民の安全や住民サー

ビスの質を守る観点から、公共施設等全体の総合的なマネジメントに取り組み、計画

的な維持管理を推進する。 

地域の発展と活性化のために、公共施設等が住民の大切な資産であるとの認識のも

と、将来へのまちづくりの一環として将来の住民のための地域の発展と活性化を目指

し、住民とともに考え問題意識を共有しながら、官民連携によるまちづくりに取り組

むこととする。また、従来の行政区域や施設運営方法に固執せず、近隣市町との連携

や民間企業との協力を促進し、財政負担の軽減を図りつつ効率的な施設の維持運営を

目指す。 
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２ 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成 

（１）現況と問題点 

ア 移住・定住の促進 

近年の余暇時間の増大やゆとりある生活への志向、環境意識の高まり等を背景にし

て、地方への移住を考えている都市住民も多くなっている。最近では空き家バンクの

登録件数が増加傾向であるとともに、移住・定住の相談件数が増えており、相談の中

でより町のことを知ってもらう機会を増やすための取組みが必要である。 

また、都市部の住民の関心を獲得するための効果的な情報発信が求められる。 

 

イ 地域間交流の促進 

本町の交流事業は、観光・イベント事業や特産品の販売・出展等、地域への経済的

効果を期待するものが多く、農漁村での農林業や漁業体験といった双方向の体験学習

型交流への取組みが遅れている｡その原因となっている企画力や人材の不足、交流施

設の不足などが課題となっている。 

また、あけぼのグラウンドを中核とした町内スポーツ関連施設を利用して、スポー

ツ関係団体の合宿等を定着させ、交流人口の確保を図る必要がある。新たな滞在施設

が建設されたこともあり、対象となる団体等に積極的な誘致活動を行う。 

 

ウ 人材育成 

人口減少や少子高齢化の急激な進行による担い手不足が深刻化し、集落機能の低下

が著しく、集落そのものの存続が懸念されている地区が生じている。集落機能を維持

していくためには、地域を支える新たな担い手の育成を進めていく必要がある。 

 

（２）その対策 

ア 移住・定住の促進 

移住・定住の相談に対して柔軟に対応できるよう移住支援コーディネーターを設置

し、移住体験ツアーの企画やホームページ、ＳＮＳでの情報発信を行う。 

また、空き家バンク情報の更なる周知を図り、空き家登録件数の増加を図るととも

に、移住受入体制の整備に向けた取組みを推進する。 

 

イ 地域間交流の促進 
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本町の自然や農山漁村景観などの地域資源を有効に活用し、農林漁業体験等の魅力

あるメニューを構築し、その受け入れマニュアルづくりや受け入れのための地域間交

流施設の整備・拡充を図り、都市地域住民との交流を促進するとともに、地域の活気

や賑わいの創出を図る。 

さらに、交流意志のある地域の農業者や漁業者については、積極的な支援に努める。 

そのほか、今後も観光交流やイベント交流の充実を図るとともに、広く町外へ情報

発信するなど、人・物・情報の要素をうまく組み合わせて地域間交流を促進する。 
 

ウ 人材育成 

地域おこし協力隊をはじめとする外部人材を積極的に活用し、地域力の向上を図る。 

また、新たな地域の担い手の確保及び育成を強力に推進していく。 

 

 目標値 

目標項目 
現状値 

(令和６年度) 

目標値 

(令和 12 年度) 

地域おこし協力隊員定住

人数（累計） 
３人 10 人 

空き家バンク制度による

登録件数(累計) 
66 件 150 件 
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（３）計画（令和８年度～令和 12 年度） 

1 (4)

人材育成 人材育成事業
国内外先進地への調査研修事業に
対し、補助金を交付する。

担い手総合支援事業
（新規就農者募集活動支援事業）

町外から移住による就農希望者を
就農相談や体験ツアーをもって募
り、愛南農業を支える未来の担い
手を確保するきっかけとする。

担い手総合支援事業
（就農候補者研修事業）

主に愛南町で就農希望する者に対
して、最長2年間の研修を通して、
就農スキルを磨いて頂き、愛南農
業を支える人材を育成していく。

その他 結婚・定住促進動画作成委託事業

マスメディアやインターネット及
び各種フェア等での結婚・定住促
進動画の配信を進めながら、家族
形成意識の醸成及び愛南町の魅力
を幅広く発信する。

持続的発展施策区分 事　業　内　容
（施設名）

愛南町

移住・定住・地域間交
流の促進、人材育成

事業名

過疎地域持続
的発展特別事
業

愛南町

愛南町

事業主体 備考

愛南町
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３ 産業の振興 

（１）現況と問題点 

ア 農 業 

本町の農家戸数は、令和２年で442戸となっており､平成27年と比較すると125戸、

率にして 22.0％の減となっている。このような状況の中､５年間で、主業農家は戸、

率にして 27.1％と減少している。併せて農業就労人口の高齢化も目立っていることか

ら､後継者対策が大きな課題となっている。 

経営耕地面積は、令和２年では 1,350ha となっており、その内訳は水田面積が 382ha、

率にして 28.2％､樹園地は 446ha、率にして 33.0％を占めており､経営耕地面積全体で

は５年間で 60ha、率にして 4.2％減少している状況である。 

主要農産物は米･柑橘類･野菜等であるが､価格低迷や気象災害、担い手不足などに

より、農業経営は依然として厳しい状況となっている。 

 

イ 林 業 

本町の森林面積は 18,364ha で､総面積の 76.9％を占めており､内訳は､国有林

16.7％､民有林 83.3％となっている。 

民有林における人工林面積は 7,061ha で､人工林率は 46.2％を占めている。 

このような状況の中、林業生産活動は､長期にわたる木材価格の低迷や資材の高騰、

高齢化等による林業労働力の減少によって停滞しているのが現状である。 

森林は､用材確保という経済的成果を生み出すだけでなく､環境の保全､土砂の流出

防止､水源の涵養、地球温暖化の緩和等の多様な機能を持っており､このような多面的

機能の維持・増進を図っていく必要がある。 

 

ウ 水産業 

 本町は､まき網､一本釣りを中心とする漁船漁業とタイ、ハマチなどの魚類養殖や真

珠・真珠母貝などの貝類養殖業が盛んに行われており、県下でも有数の漁業生産地域

である。 

令和５年の漁業生産量は約２万８千ｔで、内訳は、漁船漁業が約１万ｔ、養殖業が

約１万８千ｔとなっており、県内漁業生産量の約２割を占めている。 

しかし､近年における漁業を取り巻く環境は非常に厳しく､漁業資源の減少が続く

中で、飼料価格高騰などによる生産コストの増加が生じている。人口減少や消費者の

魚離れによる需要の減少も進んでおり、その影響を受け、本町の漁家所得は低下し、

後継者の減少が続いている。また、本町では流通面において消費地から遠く、水産物

の高付加価値化が不十分であるため、これらの課題に対応すべく、取り組みを充実強
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化し、所得の向上と担い手確保に繋げることが求められる。 

 

エ 商工業 

本町の商業は、小売業が主体であるが、人口の減少や景気低迷のほか、大規模店が

国道 56 号沿いに進出しており、消費が地元商店からこれらの大型店舗へ流出し、地

元商店への集客力が低下している。 

このようなことから、町の中心部の商店街には空き店舗が増加してきており、商業

を取り巻く環境は極めて厳しい状況にある。この一因として、ネット通信販売等の普

及に伴い、自宅に居ながら買い物ができる現代の利便性が商店街の集客に大きく影響

を及ぼしていると考えられる。 

一方、工業は、近年の景気の低迷等によって撤退や休廃業を余儀なくされており、

㈱レクザムによる大規模な製造工場の操業があるものの、新たな起業や企業立地が少

ないため衰退している｡また、建設業においても近年の財政状況の低迷による公共事

業などの縮小によって、厳しい状況を迎えている。 

また、地域内の経済循環を高める効果が期待できる産直市等（緑新鮮市、フレッシ

ュ一本松及び道の駅みしょうＭＩＣ）については、地元住民はもとより宇和島市、ま

た高知県西南部からも新鮮な魚介類、農水産加工品、野菜等を買い求める来場者が増

加の傾向にあることから、今後は、安定してそれらの商品が供給できる組織の強化が

必要である。 

 

オ 観 光 

本町は愛媛県の最南端に位置し太平洋を望むことができる。その「海」は観光資源

の一つであり足摺宇和海国立公園地域に包括されている。海岸部はリアス式海岸の景

観がすばらしく、特に高茂岬や鹿島、三つ畑田は絶景であり、その他では、西海の石

垣の里は各家々の周りを石垣で囲むという、特異で美しい景観を誇る一級の観光資源

である。しかし、地理的条件の厳しさから年間を通じての観光産業に結び付いていな

いのが現状であり、これら海岸部景勝地の有効活用やそのための交通アクセス等の条

件整備が今後の課題である。 

山岳部は足摺宇和海国立公園篠山（1,065m）の霊峰をはじめとする峰々が連なり壮

大な光景を有している。その篠山には県道篠山公園線が８合目付近まで開通しており、

徒歩で約 40 分で山頂に立つことができる。篠山自然学習館、駐車場、公衆トイレと

施設は整備してきたが自然環境を今のまま残していくことも検討材料の一つである。 

そのほか、温泉施設である、ゆらり内海、山出憩いの里温泉、一本松温泉あけぼの

荘や、南予レクリエーション都市公園施設を活用した観光客の誘致については四国西

南部を視野に入れた観光開発が必要である。 
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（２）その対策 

ア 農 業 

認定農業者や認定新規就農者など担い手農家を農協や普及組織など関係機関と連

携して競争力のある経営体へと育成するとともに､農地の流動化と集積化を進め、生

産性の高い農業構造の構築を目指す。 

優良農地の維持･保全にも努め、ほ場整備や農道、用排水路、用排水施設及び農地

防災施設などの整備・改修を通じて農業基盤の総合的な強化を推進する。 

また､スマート農業の推進、集落営農組織の育成や農業機械･施設の共同利用を促進

し､労働力不足や高齢化が進む中で、農業生産活動の効率化と省力化を進める。 

地域特性に適した農産物の普及・開発と､新たな特産品の創出を進め、環境保全型

農業の導入・推進と併せてブランド化の促進を図る。 

さらに、生産から加工、製造、流通までの工程を明確にするトレーサビリティを整

備し、安全・安心な農産物の供給を図る。 

農村環境の整備については､生活道路の整備や住環境の充実を進めるとともに、女

性・高齢者・後継者の活動支援を通じて、地域コミュニティの活性化と持続可能な農

村づくりを推進する。 

 

イ 林 業 

林業経営の合理化と山村地域の振興を図るため､高性能林業機械の導入を進め、コ

ストの低減と労働条件の改善に努めるとともに、林道・作業道の整備を推進するほか､

除間伐を中心とした森林管理を一層進め､健全で活力ある森林を育成し、大径材の生

産を目標とする長伐期施業を促進する。 

さらに､広葉樹林などの天然林の保全・管理を推進し、森林資源の保持培養を図り

ながら､総合的な森林整備を展開し､低コストで生産性の高い林業システムの確立を

図る。 

また、南予地域材の利用を促すため、南予地域から生産された木材を使用した住宅

の建築及び購入に対し、補助金を交付することにより、関連する木材産業、建築産業

等の振興及び林業の活性化を図る。 

 

ウ 水産業 

漁港漁場施設については、水産業界の動向に合わせ、生産基地として総合的かつ計

画的な機能集約による効率化を図りつつ、拠点漁港への耐震・津波対策のための集中

的な整備を推進する。さらに海岸保全施設においても、津波、高潮、波浪等の被害か

ら海岸背後地を防護し、住民の安全安心な生活環境を確保するため、有効性を検討し

ながら整備を推進する。また、両施設における老朽化対策を優先度や予算の平準化を
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念頭に計画的に実施する。あわせて、養殖漁場の環境整備や資源管理型漁業の確立を

図る。 

養殖漁業に関しては、新養殖種・新養殖技術の導入を促進するとともに、すでに取

得しているBAPや MELなどの水産認証制度の維持・拡大を推進し、産地間競争に勝ち、

ブランド産地として認知されるため、町内の生産者と愛媛大学南予水産研究センター

などの試験研究機関・漁協・町の連携強化を図る。 

また、町内で獲れた水産物の付加価値向上と漁業経営の安定を目指し、海面漁業・

養殖業を核とし、加工・流通、観光、教育、環境保全など多角的に地域資源を活用す

るために「海業（うみぎょう）」を積極的に展開する。 

具体的には、高度冷凍施設や加工場などの促進・支援を重点的に実施し、多様な加

工品の開発と供給体制を確立する。これと並行して、本町のぎょしょく教育と連携し

た水産物の PR・販売促進、体験型観光の企画を積極的に推進することで、消費者理解

を深めるとともに販路を拡大する。 

これらの取り組みにより、漁家の所得向上と持続的な経営安定を実現し、「海業（う

みぎょう）」分野における多様な雇用を創出することで、漁業後継者の確保及び町内

若者の雇用確保に繋げる。 

 

エ 商工業 

地元商店街の活性化や魅力向上のためには、まずは個々の中小企業者が新たな販売

手法の採用や新サービスの付加といった新業態の開発や情報化に取り組むなど、経営

革新に向けた自助努力が大切である。 

しかしながら、本町の中小企業者の９割以上が従業員数 20 人以下の小規模企業者

であり、脆弱な経営基盤では自助による経営努力だけでは難しい側面がある。そのた

め、商工会や金融機関などの関係機関と連携し、その経営の安定化や強化を図ること

が必要であり、経営革新に取り組む中小企業者を積極的に支援する。 

また、新産業の創出については、雇用の確保や拡大にもつながるため積極的に企業

誘致や企業立地を進めるとともに、地域資源を活用した地場産業の活性化のため意欲

ある中小企業者の新たな起業化を支援する。 

そのほか、産直市等については、老朽化が著しい施設の改修などによる環境整備に

より、販売者と消費者の双方の利便性や施設の機能性の向上を図るとともに、地域活

性化の拠点としての役割を見据え、人材の育成や組織力の強化、経営の近代化などに

よる持続的な発展を目指す。 

 

オ 観 光 

本町は海・山・里に恵まれ、自然を満喫できる観光資源を有しており、海岸部の景

勝地である高茂岬や鹿島、三つ畑田を始めとする足摺宇和海国立公園の自然景観は絶

景である。シーカヤック、ウィンドサーフィン、スキューバダイビングや海水浴、近
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年においては四国初導入のシーウォーカーなどあらゆるマリンスポーツが楽しめ、キ

ャンプや温泉などは県外からの利用客も多い。これらの観光資源開発とそのアクセス

道路の改良が望まれるが、足摺宇和海国立公園地域に包括されているため、自然環

境・景観等に配慮しながら慎重に進める必要がある。 

また、誰もが安全で快適に自転車を楽しむためにサイクリング環境を整備し、サイ

クリスト等利用観光客の誘致促進及び地域振興を図る。 

さらに隣接市町村との広域観光振興についても協議・連携をして、観光旅客船のコ

ースの充実や道の駅みしょうＭＩＣの利活用を推進し、今後は、１年間を通じて楽し

める環境づくりと自然公園の保護に重点においた整備を行っていく。 

施設としては、ゆらり内海、山出憩いの里温泉、あけぼの温泉を近隣市町村の温泉

施設とは異なった魅力ある施設とするため、海水浴やキャンプ場及び屋外トイレ等を

整備してアウトドア利用者の増加を図る。そして、併設のレストランでは、新鮮な魚

介類や地元の特産物を利用するなど季節に応じた旬の味の提供に努める。また、互い

の魅力を相殺しないよう合同イベントを実施したりして、施設間同士の連携を密にす

る。 

南予レクリエーション都市公園施設の利用促進については、南レク都市新整備計画

検討委員会の方針を踏まえながら、行政、ホッと南レク活性化全体協議会、観光協会

等が一体となり、計画的な施設整備を推進し、観光客及びスポーツ合宿等を誘致でき

る観光事業に取り組む。 

 

 目標値 

目標項目 
現状値 

(令和６年度) 

目標値 

(令和 12 年度) 

海岸施設の整備率 40.1％ 43.7％ 

認定農業者数 127 人 127 人 

年間観光客数 976,089 人 1,200,000 人 

 

（３）他市町等との連携 

産業振興の対策については、産官学民の連携による地域振興や観光振興等において

周辺自治体との連携に努め、より一層効果を上げていく。 
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（４）計画（令和８年度～令和 12 年度） 

2 (1) 基盤整備

後谷線道路舗装事業

L=2,255ｍ　W=3.0m

漁港・海岸維持補修工事

水産物供給基盤機能保全事業

(機能保全工事１式)

漁港機能増進事業

（保全工事及び計画策定業務）

漁港施設機能強化事業

(機能診断業務１式 設計業務１式 機能強化対策工事１式)

魚神山漁港海岸保全施設整備連携事業

離岸堤L=244.5m

海岸メンテナンス事業

（海岸施設　老朽化対策工事　1.0式）

海岸施設機能強化事業

（対策工事　1.0式）

種子島周辺漁業対策事業

製氷施設整備事業

(3)

農業 御荘平山地区水利施設等保全高度

化事業負担金

(4)

生産施設

加工施設 愛南柑橘営農環境改革推進事業

（愛南柑橘加工施設整備事業）

(9) 鹿島観光施設改修事業

愛南町観光施設等改修事業

愛南町

愛南町

海洋資源開発センター改修事業

愛南町

愛南漁業
協同組合

愛媛県

えひめ南
農業協同
組合

愛南町

愛南町

愛南町

備考
（施設名）

経営近代化
施設

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

事業主体

愛南町

愛南漁業
協同組合

柑橘選果場再編整備補助事業

持続的発展施策区分
事業名

(2) 漁港施設

事　業　内　容

産業の振興

林業

観光又はレク
リエーション

地場産業の
振興
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2 (10)

地域材利用木造住宅建築促進事業

地域の製材所で加工された木材を
使用した木造住宅の建築をしよう
とする者及び建築された木造建売
住宅を購入しようとする者に対
し、その経費の一部に対して補助
金を交付する。

優良アコヤガイ作出事業

優良アコヤ貝の品種改良試験を実
施し、地域真珠産業の再構築を図
る。

海岸堤防等長寿命化計画策定事業

海岸保全施設の損傷度の調査並び
に長寿命化計画を策定し、将来の
予防保全を踏まえた適切な維持管
理を推進する。

起業化支援助成金交付事業

本町に潜在する豊富な農林水産
物、良質な自然資源等の地域資源
を活かして新たに起業を目指すも
のに対し、起業化支援助成金を交
付する。

中小企業者等支援事業補助金

生産性の向上に取り組む中小企業
者等に対し、経営の安定化及び強
化を図るため補助金を交付する。

就業相談事業

「就職支援センター」の設置によ
り、求職情報の照会及び斡旋等就
業相談を実施する。

愛南町観光振興イベント補助事業

地場産業の振興及び観光の振興を
図るため、民間主導のイベントを
開催する。

観光旅客船事業

旅客船を設置し、観光の振興を図
る。

企業立地促進奨励事業

本町における企業立地をしようと
する指定事業者に対し奨励措置を
実施する。

持続的発展施策区分
事業名

事　業　内　容 事業主体
（施設名）

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

過疎地域持続
的発展特別事
業

産業の振興

備考

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町
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2 産業の振興 (10) 一本松温泉あけぼの荘事業

町民のやすらぎの場及びふれあい
交流の拠点として親しまれるとと
もに、住民福祉の向上及び健康増
進を図り、併せて地域の観光、産
業の振興を図る。

漁港機能保全計画策定事業

町内19漁港のうち補助要件を満た
さない５漁港施設の機能保全計画
の策定を図る。

水産物供給基盤機能保全事業

町内19漁港のうち補助要件を満た
す漁港施設の機能保全計画の策定
を図る。

(11) その他

御荘港湾堤防護岸整備事業負担金

赤潮・漁場環境調査事業

漁場調査箇所19箇所

ぎょしょく普及事業

水産物の消費拡大と人材育成

水産業ＩＣＴ利活用事業

システム運用・管理

新養殖魚種導入支援事業

新養殖魚種の開発導入支援

魚病診断事業

魚病検査他

海業推進事業

海や漁村の持つ地域資源の価値や
魅力を最大限に活用し、地域のに
ぎわいや所得・雇用を生み出す

漁場環境保全事業

漁場環境の維持管理

愛南町

愛南町

持続的発展施策区分
事業名

事　業　内　容

愛南町

愛媛県

愛南町

愛南町

事業主体
（施設名）

愛南町

備考

過疎地域持続
的発展特別事
業

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

 

 

（５）産業振興促進事項 

（ⅰ）産業振興促進区域及び振興すべき業種 

産業振興促進区域 業 種 計画期間 備 考 

愛南町全域 
製造業、旅館業、農林水産物

等販売業、情報サービス業等 

令和８年４月１日～

令和 13 年３月 31 日 
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（ⅱ）当該業種の振興を促進するために行う事業の内容 

 製造業及び農林水産物等販売業については、上記（２）のとおり 

 旅館業については、本町には約 30 のホテルや旅館等が存在するが、人口減少や景

気低迷により、その経営は大変厳しい状況にある。このような状況の中、宿泊施設の

経営後継者不足に悩む旅館等が、以前に増し顕著に見られるようになった。また、施

設については、改修時期を迎えているため老朽化の著しい施設も数多くある。近年で

は、インバウンド需要やインターネットの普及といったように多様化する社会や顧客

ニーズによって、旅館経営のあり方が大きく変わってきているものの、それに対応で

きている旅館が数少ない。これらの問題に対して、テレワーカーや宿泊観光客、リピ

ーターの増加を狙い、既存の宿泊施設における魅力向上を図るための施策を展開する。

また、施設老朽化やバリアフリー化の改修、テレワークやサテライトオフィス環境の

整備を推進するとともに、経営改善等への支援に取り組む必要がある。 

 情報サービス業等については、情報通信基盤整備事業により、音声告知放送を利用

した防災情報・行政情報の提供、高速ブロードバンド網の整備、テレビ難視聴地域の

解消がなされ、各地域間の情報格差の是正が図られているが、ＣＡＴＶを利用した地

域情報の発信形態の構築など、更なる住民サービスの向上が求められている。また、

防災行政無線については、停電時に音声告知端末機が使用できないといった問題もあ

ることから、防災行政無線同報系デジタル化整備事業により災害時に強いデジタル情

報通信システムを構築しているが、さらに住民のニーズを把握し、地域特性に対応し

た通信網の構築を展開していく必要がある。 

 

（６）公共施設等総合管理計画との整合 

 水産業施設については、毎年、「水産業振興計画」を策定し、その中で「供給体制」

「愛南ブランドの確立」「産学官一体型の水産業モデルづくり」を基本方針として掲

げているため、公共施設等総合管理計画に沿ってあり方を見直していくことになる。

課題にあげられているような、固定費の削減、条例規制との調整については引き続き、

注意を払っていく。 

その他の産業系施設については、当初の設置目的と利用実態が乖離した施設につい

ては、用途変更や規模の縮小を行う。また、民間事業者や地元団体の主体的な維持管

理を推進し、施設の有効活用と管理の効率化を図る。 

観光系施設については、指定管理者制度により民間事業者への管理運営の委任を推

進し、官民連携による施設の有効活用と効率的な維持管理に努める。自動車専用道路

の延伸に伴う新規事業の計画及び既存施設のより一層のＰＲが、今後必要とされてお

り、観光資源豊富な本町だが、新規計画に関しては、町単独で行うのではなく、近隣

の市町や、関係団体との連携により進めていくこととする。また、課題となっている

町としての「観光事業」への関与の仕方については、関係所管課等だけでなく、住民

や有識者などを交え、事業展開していく。 
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公園については、その役割や位置付けを検証した上で、機能の低下した公園につい

ては用途廃止や集約化によって、施設の有効活用と維持管理の効率化を図る。遊具を

中心とした公園施設については、引き続き定期点検等に基づく安全管理を適切に進め、

機能の低下した遊具については、改修や撤去を推進し、事故防止を徹底する。 

漁港施設については、機能維持と有効活用を図る観点から、漁港施設の将来的なあ

り方を模索し、維持管理体制の構築と関係施設との連携を強化する。 
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４ 地域における情報化 

（１）現況と問題点 

現在の防災行政無線設備は、60MHz アナログ同報系防災行政無線設備機器の老朽化、

デジタル無線システムへの移行という社会的潮流を踏まえ、南海トラフ地震等の災害

に関する情報の住民への周知体制の整備が急務であることの観点から、平成 29 年度

にデジタル無線通信による整備を行ったが、防災行政無線の音達範囲以外の地区への

情報提供については、新たな通信網の構築が求められている。 

地域情報については、情報通信基盤整備事業により、音声告知放送を利用した防災

情報・行政情報の提供、高速ブロードバンド網の整備、テレビ難視聴地域の解消がな

され、各地域間の情報格差の是正が図られているが、ＣＡＴＶを利用した地域情報の

発信形態の構築など更なる住民サービスの向上が求められている。 

 

（２）その対策 

防災行政無線同報系デジタル化整備事業により災害時に強いデジタル情報通信シ

ステムを構築しているが、さらに住民のニーズを把握し、地域特性に対応した通信網

の構築を行う必要がある。 

 

（３）計画（令和８年度～令和 12 年度） 

3 (1)

防災行政無線保守点検委託料

地域における情
報化

持続的発展施策区分
（施設名）

事　業　内　容 事業主体 備考
事業名

愛南町

電気通信施設
等情報化のた
めの施設

防災行政無
線施設  

 

（４）公共施設等総合管理計画との整合 

 本町では、防災行政無線や情報通信基盤設備等の多数の機械・構築物等の施設を保

有して維持管理を行っている。 

今後、維持管理や更新に多大な支出が見込まれる施設を中心として、将来の人口見

通しとサービス需要、代替性のあるサービスの有無などを踏まえた上で、住民生活に

与える影響を考慮し、必要な維持更新を推進していく。 
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５ 交通施設の整備、交通手段の確保 

（１）現況と問題点 

本町の交通体系は、一般国道 56 号、それに連結する県道が交通体系の骨格をなし

ており、これらの幹線道路と総延長 528 ㎞の町道が繋がり、道路網を形成している。 

国道については、バイパス等の完成により、道路事情は以前に比べ改善されてきて

いる。 

県道については、多くの未改良区間を残しており、未改良区間の事業着手及び早期

完成が望まれている。 

また、町道においては日常生活に密着した道路であるが、地域により道路環境の格

差があるため、住環境の向上、農林水産業の生産基盤の重要なパイプラインとしての

道路整備等充実した道路網の確立を図る必要がある。 

 

（２）その対策 

本町の道路交通は国道、県道、町道並びに広域農道と一体的に機能するよう、今後、

歩道整備や道路幅員の拡張等の改良工事を重点的に進めていく。 

また、道路網の信頼性を確保するため、「愛南町橋梁長寿命化計画」を基に、計画

的な修繕や架け替えを行い、橋梁の長寿命化を図る。 

さらに、近年の車両の大型化に対応し、生活道路としての利便性の向上と安全確保

を図るとともに、自然と調和の取れた工法により整備促進する。 

そのほか、農林道については、国､県等の助成を受けながら実施計画を樹立し、農

林業の生産基盤として、充実した道路網の早期達成を図る。 

また、通学、通院並びに買い物等の日常生活を支える交通手段である公共交通機関

の路線維持にかかる支援、高齢者に対する高齢者タクシーの助成のほか、スクールバ

スやコミュニティバスの運行により、安全ですべての人が外出できる移動手段を確保

する。 

 

 

 目標値 

目標項目 
現状値 

(令和６年度) 

目標値 

(令和 12 年度) 

町道の改良率 52.5％ 53.0％ 
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（３）計画（令和８年度～令和 12 年度） 

4 (1)

弓立越田線（改良）

L=671.4m　W=3.0（4.0）ｍ

日土小屋の浦線外(舗装)

L=2,000.0ｍ

ノザコ線（改良）

L=150.0ｍ　W=3.0（4.0）ｍ

トンネル長寿命化修繕計画（トンネル修繕）

N=６施設

カヤノ木フマセ線（改良）

L=220.0ｍ　W=4.0（5.0）ｍ

御荘インター連絡線（改良）

L=500.0ｍ　W=7.5ｍ

太場５号線（改良）

L=220.0ｍ　W=3.0(4.0)ｍ

下地峰地線（改良）

L=570.0ｍ　W=4.0ｍ

長野伊勢町線（改良）

L=300.0ｍ　W=3.0（4.0）ｍ

中下和田内線（改良）

L=290.0ｍ　W=3.0（4.0）ｍ

武蔵ノ江湖線（改良）

L=290.0ｍ　W=4.0（5.0）ｍ

内尾串西線（改良）

L=300.0ｍ　W=3.0（4.0）ｍ

太谷線（改良）

L=118.6ｍ　W=3.0（4.0）ｍ

峰田山出下線外（橋梁修繕）

N=26橋
(6) 自動車等

コミュニティバス更新事業

(9)

コミュニティバス運営事業

町内における住民の交通手段を確
保するため、四国運輸局愛媛運輸
支局長の許可を受けた区間にコ
ミュニティバスを運行する。

バス停待合所撤去事業(西海支所)

不要となったバス停を撤去し、維
持管理の効率化を図る。

生活バス路線維持対策費補助事業

乗り合いバス事業者に愛南町生活
バス路線維持対策費補助金を交付
する。

愛南町

愛南町

愛南町

過疎地域持続
的発展特別事
業

自動車

愛南町

愛南町

持続的発展施策区分
事業名

事　業　内　容 事業主体 備考
（施設名）

交通施設の整備、交
通手段の確保

市町村道

道　路

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町
橋りょう

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

ランニングコス
ト削減
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4 (9) 高齢者タクシー助成事業

交通の不便な地域のお年寄り等の
ため、タクシー料金の一部を助成
する。

障がい者（児）タクシー助成事業

在宅の障がい者（児）の社会参加
の促進と福祉の増進を図るために
タクシーチケットを交付する。

スクールバス運行事業（小学校）

学校統廃合等により通学が必要に
なった地域から小学校までのス
クールバスを運行する。

スクールバス運行事業（中学校）

学校統廃合等により通学が必要に
なった地域から中学校までのス
クールバスを運行する。

橋梁長寿命化策定委託事業

橋梁の異常、損傷を早期に発見す
るための維持管理対策及び方針を
策定する。

トンネル長寿命化点検委託事業

従来の対症療法的な修繕から予防
的な修繕及び計画的な改良に政策
転換を図り、損傷の程度に応じた
維持管理対策及び方針を策定する
ための点検を実施する。

舗装長寿命化策定委託事業

舗装の維持整備のため、従来の対
症療法的な修繕から予防的な修繕
及び計画的な改良に政策転換を図
り、損傷の程度に応じた維持管理
対策及び方針を策定するための点
検を実施する。

備考
（施設名）

持続的発展施策区分
事業名

事　業　内　容 事業主体

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

交通施設の整備、交
通手段の確保

過疎地域持続
的発展特別事
業

愛南町

愛南町

愛南町

 

 

（４）公共施設等総合管理計画との整合 

 町道については、道路パトロールを定期的に実施し、道路環境の計画的な維持管理

に取り組み、また、地区からの要望や住民からの通報を活用して、不良箇所等の早期

発見と早期改修に努め、舗装や街灯の機能維持と安全性確保を実現する。担当職員を

積極的に研修に参加させ、他団体の手法や最新の工法、維持管理手法を取り入れてい

く。 
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橋梁については、長寿命化計画の定期的な更新と計画に基づく維持管理を行い、ラ

イフサイクルコストの低減と橋梁の機能維持を図る。 

トンネルについては、点検診断を徹底して安全確保を図るとともに、費用対効果の

観点から今後の更新が困難な場合には、安全確保を最優先として用途廃止を行う。 

農道及び林道においても、個別施設計画に基づき、適切な維持管理を実施する。 
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６ 生活環境の整備 

（１）現況と問題点 

ア 水 道 

現在、本町では、上水道１事業を運用している。また、内海地域の一部においては、

宇和島市上水道より水道水の供給を受けている。 

近年においては水道事業の効率化を図るため、簡易水道等を平成 29 年度に上水道

へ経営統合を行ったところであるが、少子高齢化社会、人口減少社会へと変化してい

くなか、水需要は年々減少しており水道料金収入の確保が問題となっている。また、

老朽化した施設の更新及び南海トラフ巨大地震をはじめとする大規模災害に備える

ためのライフライン機能強化など事業運営の根幹に関する課題が生じておりその対

策が急務となっている。 

 

イ 下水・排水処理 

家庭の生活排水は、河川や海などへの環境負荷となることから、公共水域の水質保

全対策や美しい自然環境づくりが重要な課題となっている。令和６年度末現在の本町

の汚水処理人口普及率は 53.2%で、愛媛県平均の 85.7%を大きく下回っている。 

今後は、衛生的な水環境を維持しながら汚水処理人口普及率を向上させるため、浄

化槽整備を積極的に促進する必要がある。 

また、内海地域の漁業集落排水施設においては、運用開始から 25 年前後、御荘、

一本松地域の農業集落排水施設においては、運用から 30 年が経過した施設もあり、

設備の老朽化が顕著であるため、その対策が必要となっている。 

 

ウ 廃棄物処理 

本町の廃棄物のうち、し尿及び浄化槽汚泥は、宇和島地区広域事務組合汚泥再生処

理センターで、一般廃棄物は、宇和島地区広域事務組合環境センターで処理を行って

いる。し尿及び浄化槽汚泥の収集に係る費用は各家庭が負担しているが、本町では住

民の負担軽減のため、宇和島市までの運搬費や搬入料について、運搬事業を行う事業

者に運搬等に係る費用を助成している。 

また、排出される廃棄物の量は、人口減少に伴い減少傾向にあるが、その中で分別

を徹底することにより資源化される廃棄物の割合を増やしていくことが必要となっ

ている。 

今後の廃棄物処理に関する課題として、排出される廃棄物のうち、粗大ごみが増加

傾向にあることから、粗大ごみのリユースに向けた対策が急務となっている。 

海洋ごみについては、国内外から大量の漂着物が押し寄せることにより、生態系を
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含む海岸環境の悪化、海岸機能の低下、漁業への影響など、様々な問題の要因となっ

ており、円滑な回収と処理を行うことが重要となっている。 

 

エ 消防 

本町の消防・救急体制は、１本部１署で消防車、救急車、救助工作車等の車両を 15

台配備し、吏員を含む職員 52 人で運営している。管轄区域が広く、集落が散在して

おり、遠隔地での消火活動や救急・救助活動が課題となっている。 

消防団は５方面隊 18 分団 38 支部で組織し、各支部には消防車両や消防資機材等を

配備している。団員らは｢自分たちの郷土は自分たちで守る｣という郷土愛護の精神の

もとに、平常時・非常時を問わずその地域に密着し、住民の安心と安全を守る重要な

役割を担っている。 

しかしながら、少子高齢化や団員のサラリーマン化等により、団員の減少や高齢化、

また、昼間の防災力低下が大きな問題となっていることから、団員確保に向けての処

遇改善などを進めていく必要がある。 

 

オ 防災 

 近年は全国的に自然災害が甚大化、広域化する傾向にあり、また、愛南町で最も危

惧されている南海トラフ巨大地震は、今後 30 年以内に 60％～90％程度以上の確率で

発生するといわれている。これまで防災学習や防災訓練などを通して、住民一人ひと

りが日頃からの備えや地域住民相互の助け合いの重要性を再認識し、防災意識の向上

に努めている。 

さらに、最近では要配慮者に対する支援として、避難確保計画の作成や避難行動要

支援者の個別避難計画の作成が急務となっており、計画策定率の向上を図る必要があ

る。 

 

カ 住 宅 

令和２年の国勢調査による本町の住宅に住む一般世帯数8,889世帯に対する持ち家

率は 79.1％と県平均の 66.4％に比較して高い値ではあるが、公営住宅入居を希望す

る住民は依然として少なくない。このため本町においても多様化するニーズに適応し

た愛南町公営住宅等長寿命化計画等による公営住宅の計画的な整備を進めていると

ころであるが、耐用年数が経過し、老朽化が進んでいるもの、また、建築年代により

住戸面積規模が大きく異なるもの等があり、住宅入居者全員が快適な生活環境にある

とはいい難い状況である。 

このため、公営住宅をストック（有効資産）として最大活用手法により積み重ねる

ことが必要である。 
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キ 環 境 

 外飼いの猫に対する不妊去勢手術の未実施や多頭飼育崩壊により、飼い主のいない

猫が増加している。その結果、住民から騒音や糞尿被害、敷地内への侵入によるいた

ずらなどの苦情が寄せられ、地域住民の生活に支障をきたしている。 

そのため、飼い主がいない猫の繁殖を抑制するには、不妊去勢手術への支援や啓発

活動を含む総合的な支援を継続的に実施していく必要がある。 

 

ク その他 

 老朽化に伴う新築移転等による公共施設等の統廃合により、未利用の公共施設等が

増加している。 

住民が将来にわたり安全に安心して暮らすことができる地域社会の実現を図るた

めには、倒壊や飛散等を未然に防止しなければならないため、未利用公共施設等を適

正に管理する必要がある。 

 隣保館については、大森文化会館１館を設けており、各種隣保館活動や事業を行う

等、利用頻度が高い水準を保っている。また、施設では、利用者の利便性を低下させ

ることがないよう適切な維持管理に努めている。 

 

（２）その対策 

ア 水 道 

上水道については引き続き老朽施設、老朽管の更新及び災害時のために水道施設の

耐震化を行い安定した飲料水の供給を図る。 

 

イ 下水・排水処理 

町内において、民間の技術力やノウハウを活用するＰＦＩ手法による町営浄化槽整

備推進事業の推進に努める。第２期事業として、令和２年度から令和 11 年度までの

10 年間で、800 基の浄化槽設置を目指す。 

さらに、生活排水による河川や海の汚染防止を図るため、家庭で出来る水の浄化対

策の普及啓発や住民の自発的な水質浄化活動を支援する。 

漁業集落排水施設においては、機能保全計画に基づいた改修を行い、経年した汚水

処理施設の機能維持を図る。 

また、農漁集落排水施設においても最適整備構想に基づく維持管理計画を策定する

とともに、経年した汚水処理施設の改修及び機能維持を図る。 

 

ウ 廃棄物処理 
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  本町では「一般廃棄物処理基本計画」を策定しており、その計画に基づいて、廃

棄物の発生抑制、削減、再使用、リサイクルを重視した循環型社会への転換を実現す

るため、住民、事業者、行政が一体となって取り組み、持続可能な循環型社会の形成

を促進する。 

また、愛媛県が策定した「愛媛県ごみ処理広域化計画」に基づき、宇和島地区広域

事務組合が建設した汚泥再生処理センターと環境センターでの広域処理により、廃棄

物処理や資源化を効率的に行い、環境負荷の低減及び最終処分量の削減を目指す。加

えて、令和８年度から容器包装プラスチックと製品プラスチックについても分別収集

を実施し、再資源化を推進する。 

家庭ごみについては、収集運搬を専門業者に委託しており、適正な分別収集を実施

することにより、さらなる減量化を図る。事業系ごみ収集運搬については、老朽化し

た収集運搬車を更新することにより、安全かつ衛生的な収集運搬業務を継続する。 

海洋ごみ対策については、住民や漁業者などと連携した海岸の清掃活動を継続する

とともに、回収したごみの収集運搬、適正処理を行うことで海岸の環境保全に取り組

む。 

 

エ 消防 

 消防需要の増大、高度化、専門化に的確に対応し、住民の期待と信頼にこたえ得る

消防サービスを提供していくために、消防・救急分野における人材の育成に努め、消

防施設の更新を行い、近代化と防火の推進を図る。又、時代の要請でもある救急救命

士の育成を進めるとともに、救急業務高度化計画を推進する。住民の防災意識の高揚

に努め、地域消防の基礎組織である消防団の車両等の整備を図るとともに計画的な消

防水利施設の設置や消防情報通信システムの充実を図る。 

 

オ 防災 

 住民一人ひとりが自分の命は自分で守る「自助」、地域住民が連携して地域の安全

はみんなで守る「共助」の意識醸成を図り、防災力向上のため、引き続き、自主防災

組織をはじめ各種団体ごとに防災に関する知識の普及や防災訓練などの実施、支援に

努める。また、各地域や関係機関等と連携を図りながら、要配慮者に対する各種支援

に取り組んでいく。 

 

カ 住 宅 

「愛南町公営住宅等長寿命化計画」に基づき、老朽化した公営住宅の計画的な補

修・維持管理等を継続して行うとともに、今後は建て替え等について十分検討した上

で、高齢者世帯の受け皿となる良質な低層の木造住宅を基本として、現状の入居者の

状況も踏まえつつ、引続き高齢者の生活支援や若年層の定住促進に努める｡ 
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さらに、住宅の新築又はリフォームを行う者に対し補助金を交付し、住宅投資の波

及効果による町内経済の活性化及び既存住宅の居住環境の質の向上を図る。 

 

キ 環 境 

飼い主のいない猫の無秩序な繁殖を防止するため、飼い主に対して室内飼養や終生

飼養を推奨する啓発活動を実施するとともに、地域猫活動の普及や猫繁殖制限措置推

進事業補助金の支援を行うことで、地域との連携強化や住民の意識改革を図る。 

 

ク その他 

倒壊、飛散、火災及び犯罪等を未然に防止するため、危険な状態にある老朽化した

未利用の公共施設等を解体撤去することにより、住民が安全に安心して暮らせる生活

環境の実現を図る。 

隣保館については、利用者頻度も高いことから利用者へ利便性の低下による支障が

及ばないよう必要な改修等を行い、利便性の向上を図る。 

 

 

 目標値 

目標項目 
現状値 

(令和６年度) 

目標値 

(令和 12 年度) 

汚水処理人口普及率 53.2％ 62.8％ 

総ごみ排出量 5,629ｔ 4,824ｔ 

 



 

４０ 

（３）計画（令和８年度～令和 12 年度） 

5 (1) 水道施設

上水道老朽管更新事業

送水管、配水管耐震化事業

送水管、配水管拡張整備事業

浄水場等電気設備更新事業

(2)

町営浄化槽整備推進事業

漁業集落排水事業

農業集落排水事業

(3)

ごみ収集運搬車購入事業

ごみ収集運搬等委託事業

し尿処理補助事業

(5) 消防施設

庁舎維持管理事業

庁舎屋上防水工事

消防車両購入事業（署管理）

高規格救急車、水槽付ポンプ車１台

高度救命処置用資機材購入事業

消防ポンプ自動車（署管理）

ポンプ車１台、小型ポンプ積載車１台

通信指令設備維持管理事業
デジタル無線、車両運用装置、情報系機器、指令台機器

小型動力ポンプ積載車等（団管理）

分団詰所等改修工事

(6) 公営住宅

中原団地外壁塗装等改修事業

脇田団地B棟外壁塗装等改修事業

永ノ岡団地外壁塗装等改修事業
愛南町

その他

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

持続的発展施策区分
事業名

生活環境の整備

上水道

下水処理施
設

廃棄物処理
施設

事業主体 備考
（施設名）

愛南町

事　業　内　容

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

ごみ処理施
設

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

し尿処理施
設

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町
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5 (6) 公営住宅 東猪ノ尻団地南棟外壁塗装等改修事業

猪ノ尻西団地A-1棟外壁塗装等改修事業

猪ノ尻西団地A-2棟外壁塗装等改修事業

三島団地1号棟設備設置事業

三島団地2号棟設備設置事業

三島団地3号棟設備設置事業

三島団地4号棟設備設置事業

三島団地5号棟設備設置事業

三島団地6号棟設備設置事業

八幡野団地A-1棟設備設置事業

八幡野団地A-2棟設備設置事業

東浜団地設備設置事業

猪ノ尻西団地A-1棟設備設置事業

猪ノ尻西団地A-2棟設備設置事業

中浦団地設備設置事業

永ノ岡団地設備設置事業

長崎団地設備設置事業

猪ノ尻西団地A-2棟設備改修事業

中浦団地設備改修事業

東猪ノ尻団地北棟設備改修事業

長崎団地設備改修事業

(7) 住宅新築・リフォーム補助事業

町内に住所を有し、住宅の新築及
びリフォームを行う者に対し、補
助金を交付する。

持続的発展施策区分
事業名

事　業　内　容 事業主体 備考
（施設名）

生活環境の整備
愛南町

過疎地域持
続的発展特
別事業

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町
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5 (7) 愛南町総合防災マップ及びWEB版マップ見直し業務

南海トラフ地震に対する国の被害
想定の見直し及び県の被害想定の
見直しが行われたことに伴い、町
で作成している総合防災マップ等
の見直しを行う。

愛南町地域防災計画改定業務

国の防災基本計画の改訂等に伴
い、町の地域防災計画の見直しを
行う。

猫繁殖制限措置推進事業

飼い主のいない猫による生活環境
への被害防止や繁殖拡大防止のた
め、飼い主のいない猫の不妊去勢
手術を実施した者に対し、補助金
を交付する。

(8) その他

カーブミラー等整備事業

西海地域公衆便所管理事業

西海支所管理運営事業

災害救済備蓄倉庫修繕

備考
（施設名）
過疎地域持
続的発展特
別事業

持続的発展施策区分
事業名

事　業　内　容 事業主体

生活環境の整備

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

 

 

（４）公共施設等総合管理計画との整合 

 供給処理施設については、施設の改修や設備更新に多額の費用を要し、対症療法的

な維持管理では施設の機能維持が困難なことから、し尿処理施設は平成 27 年８月に、

ごみ処理施設は平成 29 年 10 月に１市３町での広域化管理に移行している。 

その中において、焼却灰の最終処分については、宇和島市と本町の施設で受入れし

ているため、今後も長期利用を図る施設については、適切な点検診断を実施しながら

中長期的な保全計画を策定し、当該保全計画に基づいて予防保全を行う。 

また、設備の老朽化状況や摩耗状況を踏まえて、費用対効果を検証した上でライフ

サイクルコストを低減する観点から、設備の改修や更新を行う。さらに、今後の広域

化を踏まえた維持管理体制を構築し、施設の有効活用を図るとともに、用途廃止した

施設の有効活用と安全管理を推進する。 

トイレや休憩所については、利用状況や施設の老朽化状況を踏まえて、集約化や移

設を検討し、有効活用と維持管理の効率化を図る。 

上水道については、水道管路等の施設更新を計画的に進め、施設の耐震化や長寿命
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化を推進する。給水人口の動向を踏まえながら、適切な水道料金の見直しを図るとと

もに、配水池等の施設の集約化や規模の縮小を図り、水道経営の持続性と健全性を確

保する。 

集落排水処理施設については、引き続き長期利用を前提とした適切な維持管理が求

められるが、供用区域内の人口減少や高齢化に伴い、使用料収入は減少する見込みで

ある。 

浄化槽については、ＰＦＩ手法により、町営浄化槽整備事業として令和２年度から

令和 11 年度までの 10 年度で 800 基の浄化槽設置を目指しており、引き続き設置促

進を図っていく。 

集落排水処理施設及び浄化槽については、下水道事業会計として、令和６年４月公

営企業法を一部適用し、企業会計として運営している。また、令和６年度に策定した

経営戦略に基づき、適切な運営を行い経営改善に努める。 

消防施設については、現在の町消防本部庁舎は平成 27 年３月に新築され、10 年が

経過し部分的な補修が必要となってきた。災害時の指定拠点施設として重要な位置づ

けを占めることから、長期存続を前提とした施設の改修計画を策定の上で、予防保全

を行う。 
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７ 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 

（１）現況と問題点 

ア 子育て環境の確保 

保育施設については、現在公立保育所５施設、私立保育所２施設、公立幼稚園１施

設を拠点として、児童の健全育成に努めている。また、地域の子育て拠点として、子

育て支援センター３施設、こども家庭センター1 カ所を設置し、妊娠期からの切れ目

ない子育て支援を行っている。 

しかしながら近年、出生数の低下により少子化が進み、要保育児童は減少傾向にあ

る。閉園した保育所もあり、令和７年度現在で公立保育所は５カ所となり、大半の保

育所が定員割れとなっている。 

子育て環境としては、産婦人科の閉院など出産可能な医療機関が町内にない現状に

ある。また、核家族化の進行や社会環境の変化等、子どもと家庭を取り巻く環境は大

きく変化し、多様な保育支援や子育てを社会全体で支援することが必要となっている。 

安心して子どもを産み、育てることができる子育て環境整備のため、一時保育、延長

保育及び病児保育などの子ども・子育て支援事業の実施や、子ども医療費助成事業な

どさまざまな施策による支援体制の強化・充実が必要である。 

 

イ 高齢者の保健及び福祉 

本町の令和２年国勢調査における 65 歳以上の高齢者は 8,943 人で、町全体の人口

に占める割合は 45.6％と高い比率を示しており、高齢化が急速に進展するなか、高齢

社会に対応した各種保健・福祉サービスを積極的に提供している。 

全国的に急速な高齢化の進展、認知症高齢者の増加、年少人口の減少に歯止めがき

かず、本町においても高齢者の単身世帯や夫婦のみの世帯の増加、認知症の人の増加

が見込まれるなど介護サービス需要が増加、多様化してきている状況である。 

介護保険制度は、平成 12 年度の創設から 26 年が経過し、介護サービスのニーズは

ますます高まり、介護が必要な高齢者の生活の支えとして定着してきている。また、

限りある社会資源を効率的かつ効果的に活用しながら、介護サービスのみに留まらず、

医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される地

域包括ケアシステムの構築を推進してきたところである。 

本町では、地域包括ケアシステム構築の一環として、医療と介護の両方を必要とす

る高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい生活を続けることが出来るよう、在宅医

療・介護連携に関する様々な活動や取り組みを行ってきており、関係者同士の顔の見

える関係が構築されてきている。また、高齢者の介護予防や疾病の重症化予防につい

て、介護予防教室の際に後期高齢者の質問票を活用して状況を把握しているほか、後

期高齢者医療広域連合や保健事業等の様々な既存システムに蓄積されたデータを活
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用しながら関係機関と連携協働して取り組むことができる体制を整え、高齢者が意識

的に健康づくりに取り組み、できるだけ要介護状態にならずに住み慣れた地域で生活

できるような支援が必要である。 

 

ウ 母子・父子福祉 

母子・父子家庭は、近年増加傾向にある。特に、若年層の離別の割合が高く、未婚

を含み多様な形態の家庭の割合が高くなってきている。 

母子・父子家庭の福祉増進のため雇用対策を図り、母子・父子家庭の自立を促進す

る必要がある。 

 

エ 児童福祉 

少子化や核家族化の進行に伴う育児不安や子育ての孤立化に加えて、児童虐待の増

加、インターネットやＳＮＳの不適切な利用による子どもへの悪影響など、子どもや

家庭を取り巻く環境が大きく変化している。次世代を担う子どもが家庭や地域で心豊

かに生活できる環境づくりが必要である。 

また多様化する保育需要等のニーズに対応するため、保育の充実及び子育て支援拠

点等の普及を図る必要がある。 

 

オ 障がい者福祉 

本町の障がい者数は、令和７年 10 月１日現在､身体障害者手帳交付者が 854 人、療

育手帳保持者が 277 人、精神障害者保健福祉手帳保持者が 149 人となっており、人口

減少に伴い身体障害者手帳所持者数は減少しているが、療育手帳、精神障害者保健福

祉手帳所持者は微増である。また、発達障がいやその特性のある子どもの人数は増加

している。 

障害者総合支援法をはじめ障がい関係法令等の改正によりサービス等が充実し、ニ

ーズが多様化する中、現状あるサービスについては関係機関の協力の下、本町のサー

ビス量の確保はできている。今後は、福祉人材の確保が難しくなることが考えられる

ため、将来を見据えた対応策を検討する必要がある。 

また、発達障がいなどで何らかの支援を必要としている子ども、気になる子どもが

増えていることからライフステージごとに保健、医療、福祉、教育、就労等が連携し

切れ目なく包括的に支援できる体制を構築していく必要がある。 

 

（２）その対策 

ア 子育て環境の確保 
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少子化の進行や働き方の多様化、核家族化により家庭の養育力が低下する中、保育

事業に対する需要は益々増大し、多様化の傾向にある。 

一時保育、延長保育及び病児保育等の子育て環境の充実、また各種相談事業等を導

入し、入所児童の状況に合った保育内容の充実を図り、安全性が確保された保育施設

の整備を推進し、育児環境の改善を図る。 

さらに児童館、放課後児童クラブ、愛南町子どもの居場所 b＆ｇあいなん、夏休み

子ども教室及び子ども塾等の子育て環境の整備や、子育てサークルの育成など児童の

健全育成に努める。 

また、妊娠期からの相談体制の充実や妊産婦健診通院費公費助成、産後ケア事業を

行うとともに、新生児の保護者を対象とした出産子育て支援金や乳幼児用紙おむつ券

の交付、子どもに対する医療費を助成することにより、妊産婦及び保護者の経済的負

担の軽減と子どもの保健の向上及び福祉の増進を図る。 

さらに、ひとり親家庭医療費助成制度については、現行に加え、専修学校、各種学

校、教育施設を対象に拡充することにより、より多くの家庭が医療費の助成を受けら

れるようにすることで、ひとり親家庭の経済的負担の軽減と子どもの保健の向上及び

福祉の増進を図る。 

 

イ 高齢者の保健及び福祉 

保健・福祉対策については、高齢者及びその家族などのニーズを整理し、社会的孤

立や要介護状態にならないよう、より一層のサービス強化を図る。 

介護予防の推進としては、要介護状態になっても活動的で生きがいのある生活が営

めるよう、専門職や関係機関と連携しながら、介護予防・重症化予防の重要性につい

て広く普及啓発し、自立支援に資する活動や通いの場づくりを支援するとともに、保

健事業等と連携し、一体的に介護予防に資する活動支援が行えるよう体制づくりを推

進していく。また、地域包括ケアシステムの構築を図るために高齢者の自立支援を推

進し、重度な要介護状態になっても高齢者の尊厳ある暮らしを支援し、住み慣れた地

域で自分らしい暮らしを最後まで続けることができるよう高齢者を見守り、支え合う

地域づくりを行っていく。 

また、ひとり暮らしの高齢者等への緊急通報装置の貸与やはり、きゅう、マッサー

ジ等の施術及び予防接種や通院等に対する助成、高齢者福祉施設の環境整備や支援体

制を充実させ、高齢者の福祉の向上を図る。 

要支援・要介護認定者に対しては、今後も安心して日常生活を営むことができるよ

う、介護保険サービスをはじめとする日常生活の支援を推進するとともに、在宅の寝

たきり老人等を抱える介護者に慰労金を支給し、在宅福祉の向上を図る。 

さらに、高齢者の社会参加・生きがい対策としては、シルバー人材センターの活用

や老人クラブ活動への参加、愛南ふれあいサロン等、生きがいや就労の機会を提供す

る事業を推進するとともに、高齢者の健康増進活動、社会奉仕活動などを促進・支援

する。 
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このほか、生活支援の必要な高齢者や認知症高齢者が、安心して生活を送ることが

できるように、既存の高齢者共同住宅、地域密着型サービス等の環境整備や支援体制

の強化・充実を図る。 

 

ウ 母子・父子福祉 

母子・父子家庭の雇用対策の推進をはじめ、医療費の助成（ひとり親家庭医療費助

成制度については専修学校等を対象に拡充）や資金貸付等の各種支援対策の推進に努

めるとともに、ひとり親家庭の児童対象の学習塾の開催など、学習面だけでなく精神

面でも安定した生活が送れるよう、民生委員、児童委員及び母子自立支援員とも連携

し、相談・指導体制の強化を図る。 

 

エ 児童福祉 

様々な事情により地域社会から孤立している子育て家庭に対する訪問支援を積極

的に行うことを目的とし、乳幼児家庭全戸訪問事業や、養育支援訪問事業を実施する

ことで、児童虐待の発生予防を図る。 

また、子育て家庭の育児不安等に対応するため、こども家庭センターの設置や地域

の身近な場所で子育て中の親子の交流や育児相談を行う「地域子育て支援拠点」の普

及に取り組む。 

 

オ 障がい者福祉 

「福祉総合相談窓口」の開設に伴い、相談者が抱える複合的な課題の解決に向け、

関係各課を横断した包括的支援体制の整備に取り組む。 

また、行政だけでは解決できない課題に対しては、多種多様な支援関係機関、地域

が協働で課題解決に向けて、協議できる体制づくりに取り組む。 

子どもに関しては、児童発達支援センターが地域の中核機関として関係機関と連携

し、包括的な支援が行える体制整備に取り組む。 

 

 
目標値 

目標項目 
現状値 

(令和６年度) 

目標値 

(令和 12 年度) 

子育てしやすいまちだと

思う保護者の割合 
70.3％ 75.0％ 

学童保育を利用している

保護者の満足度 
80.2％ 90.0％ 
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（３）計画（令和８年度～令和 12 年度） 

6 (1)

保育所 御荘保育所施設設備改修工事

城辺保育所施設設備改修事業

一本松保育所施設設備改修事業

児童館 御荘夢創造館大規模改修事業

(3)

老人ホーム 宇和島地区広域事務組合負担金

（光来園改築事業）

宇和島地区広域事務組合負担金

（一本松荘大規模改修事業）

(7)

西海保健福祉センター改修事業

(8)

はり、きゅう、マッサージ等施

術費助成事業

65歳以上の高齢者が、はり、きゅ
う、マッサージ等の施術を受ける
場合に、その施術費の一部を助成
する。

高齢者予防接種事業

65歳以上（一部60歳以上65歳未満
対象）の高齢者を対象に委託医療
機関でのインフルエンザ予防接種
（１回・一部自己負担）を実施す
る。
子どもインフルエンザ予防接種事業

インフルエンザの予防のため、予
防接種を無償化にて実施する。

(8) 緊急通報体制等整備事業

緊急通報装置を貸与し、独居高齢
者等の日常生活の不安の解消及び
高齢者の福祉の向上図る。

子ども医療費助成事業

小学校1年生から高校3年生の子ど
もが医療機関等で受診した場合の
保険診療にかかる医療費の自己負
担分を助成する。

愛南町

愛南町

市町村保健センター

及び母子健康包括支

援センター

愛南町

過疎地域持続
的発展特別事
業

過疎地域持続
的発展特別事
業

愛南町

備考
（施設名）

高齢者福祉
施設

愛南町

愛南町

宇和島地区広域

事務組合

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

宇和島地区広域

事務組合

持続的発展施策区分

子育て環境の確保、高
齢者等の保健及び福祉
の向上及び増進

児童福祉施
設

事業名
事　業　内　容 事業主体
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6 (8) ひとり親家庭医療費助成事業

専修学校、教育施設、各種学校に
20歳に達した日以後において、引
き続き在籍している児童とその家
庭主が医療機関等で受診した場合
の保険診療にかかる医療費の自己
負担分を助成する。

出産子育て支援金交付事業

新生児の保護者を対象に、出産子
育て支援金を交付する。

ねたきり老人等介護慰労金支給事業

在宅の寝たきり老人等を抱える介
護者に慰労金を支給する。

乳幼児用紙おむつ券交付事業

対象乳児の保護者に対し紙おむつ
券を交付する。

介護タクシー助成事業

車イスやストレッチャーを利用す
れば介護タクシーにより通院等が
可能である者を対象にタクシー料
金の一部を助成する。

愛南町

子育て環境の確保、高
齢者等の保健及び福祉
の向上及び増進

持続的発展施策区分
事業名

事　業　内　容 事業主体
（施設名）

愛南町

備考

愛南町

過疎地域持続
的発展特別事
業

愛南町

愛南町

 

 

（４）公共施設等総合管理計画との整合 

 子育て支援施設については、将来的な人口減少を見据えて今後も統廃合を進めなが

ら、地域の特性、地理的条件、建物の状況、行政の効率性などを考慮し、施設規模を

縮小して存続することについても、個別に対応を行う。 

建物、設備、遊具などは、計画的な修繕、保全を推進し、ライフサイクルコストの

低減を図る。建物及び構築物の安全管理を徹底し、適切な老朽化対策や安全管理を推 

進する。 

保健施設については、施設の衛生管理や安全管理を引き続き適切に実施するほか、

健康診断や各種相談事業の実施にあたっては他施設の共同利用を推進して、効率的な

事業運営を行う。 

その他福祉施設は、今後の長期的な使用を見据えて、計画的な維持管理と改修工事

を実施し、ライフサイクルコストの低減とサービス水準の維持・向上に努める。 
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８ 医療の確保 

（１）現況と問題点 

愛南町の高齢化率は、令和７年４月１日現在で 47.7%と高齢化が進展し、介護とと

もに医療ニーズは増大している。 

本町には、県立南宇和病院をはじめとして、町立の国保一本松病院と国保一本松病

院附属内海診療所を含む医療機関が 21（うち歯科９）ある。国保一本松病院は療養型

病床 60 床を有し、主に病状の安定した長期療養患者を受け入れているが、建築後 44

年が経過しており、老朽化が顕著に現れている。 

国保一本松病院附属内海診療所は、内海地区唯一の医療機関として地域医療の中核

を担っている。 

県立南宇和病院の常勤医師数は定員 22 名に対し、令和７年４月１日は 10 名という

状況で、愛媛大学や県立中央病院等の医療機関、医師会の支援を得ている。救急医療

も依然として厳しく、救急搬送や管外搬送が増加しているが、宇和島圏域のみならず

幡多圏域の医療機関の協力のもと医療提供体制を維持している状況である。 

「第２期愛媛県医師確保計画」においても、愛南町は「医師少数スポット」に設定

され、重点的に医師確保対策を実施する必要がある市町に位置付けられている。県の

寄付により愛媛大学に設置された「地域医療学講座」が県立南宇和病院に設置した「地

域サテライトセンター」を活動拠点として、診療を通じた地域医療への支援等が行わ

れている。 

今後、更に高齢化、核家族化の進む中、在宅医療・在宅ケアの必要性は高く、それ

ぞれの医療機関の役割に応じた医療の充実を図るとともに、在宅医療・介護連携を推

進し地域包括ケアシステムの構築に向けた取組みが求められている。 

 

（２）その対策 

住民の高度な医療ニーズに応えるため、県立南宇和病院を中心とし、国保一本松病

院、国保一本松病院附属内海診療所や町内の病院・診療所との連携により医療提供体

制を強化し、救急時・平常時の医療ニーズへの対応を充実する。老朽化の進む国保一

本松病院については、今後の医療環境や経営状況を考慮しながら、施設の改修や建替

えを計画的に進めていく。 

医師の招聘については、県、愛媛大学との連携により対応強化を図るとともに、町

独自で医師を含めた看護師等専門職の確保のための取組みとして、愛南町の医療にふ

れる会や実習の受け入れ、町内に就職した際の補助金の交付等を実施する。また、愛

南での地域の医療の魅力についてプロモーション動画を作成し、医学生や臨床研修医

等に対し発信する。 

誰もが住み慣れた地域で自分らしい生活を続けることができるよう、地域における

医療、介護、保健、福祉の連携を促進し、在宅療養者に対する総合的なサービスの提
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供体制の整備を促進する。 

また、大規模災害に備えて、災害時に速やかに医療や医薬品を提供できるよう、平

時からの訓練や災害時医薬品備蓄事業を継続して実施する。 

 

 

目標値 

目標項目 
現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和 12 年度） 

かかりつけ医をもってい

る人の割合 
67.5% 72.0% 
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（３）計画（令和８年度～令和 12 年度） 

7 医療の確保 (1) 診療施設

医療及び一般用器械備品等購入

事業

一本松病院電子カルテ更新事業

国保一本松病院改築事業

(3)

医師誘致のためのプロモーシ
ョン動画作成事業
愛南町の医療の状況や町の魅力に
ついて、誘致対象医師に訴求力の
ある動画を作成・活用して県内外
の医師・研修医・医学生に向けPR
を行う。

医師・看護師等就職支援金事業

医師・看護師等専門職の確保と定
着のため、新たに町内に就職した
専門職員に対して補助を行う。

災害時医薬品備蓄事業

発災後の医療活動に必要な医薬品
を備蓄し、災害時に速やかに医薬
品を供給できる医療体制を確保す
る。

過疎地域持続
的発展特別事
業

愛南町

愛南町

愛南町
病院

愛南町

事業名
事　業　内　容 事業主体持続的発展施策区分 備考

（施設名）

愛南町

愛南町

 

 

（４）公共施設等総合管理計画との整合 

 病院及び診療所については、患者等にとって安心安全に診療が受けられる施設であ

るよう適切な施設管理を推進する観点から、今後の改修や建替えに関する保全計画を

策定し、予防保全的な観点から計画的な維持管理を推進する。施設の利用状況や医療

体制の確保の見込み等を踏まえて、必要に応じて集約化や他施設との複合化も視野に

入れた最適化を図ることとする。 

医師住宅については、日常の点検や修繕などにより維持管理を適切に行い、延命化

して中長期的な有効活用を図る。 
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９ 教育の振興 

（１）現況と問題点 

ア 幼児教育 

今日の社会、生活環境の変化の中で幼児期の子供をもつ保護者へ安心して子育てが

でき育てる喜びを感じられる環境構築のために保育行政及び保育所相互の連携基盤

を強化しながら、教育環境の整備と教育内容の充実向上に努める。また、子供の穏健

な成長と地域社会の子供としての健全な育成を図るため、小学校教育との円滑な接続、

家庭、地域社会との連携を強化し、生涯にわたる人間形成の基礎を培う幼児教育の充

実振興を図る必要がある。 

 

イ 学校教育 

本町の学校数と児童生徒数は、小学校９校・564 人と中学校４校・343 人（令和７

年 10 月 1 日現在）である。児童生徒は年々減少傾向にあり、学校の小規模化が進ん

でいる。 

学校教育においては、学習指導要領に基づき、学校や地域の実態に即した教育目標

の達成に努めるとともに、GIGA スクール構想の推進を継続し、ICT 環境を最大限に活

用した「個別最適な学び」と「協働的な学び」を充実させ、情報活用能力の育成に取

り組んでいく必要がある。 

そして、学力の向上とともに、社会や生活環境の変化などによる児童生徒の体力・

運動能力の低下や心の健康の問題も指摘されており､確かな学力、豊かな心、たくま

しい体の調和のとれた｢生きる力｣を育み、豊かな人間性を育てる教育が必要である｡ 

 さらに、「食」を取り巻く環境の変化や課題に対し、食育の研究推進や学校給食を

通して、正しい知識や習慣を身に付け、健やかな体の育成、望ましい食習慣の定着を

図る必要がある。  

また、地震・津波や豪雨災害等への備えとして、学校における防災学習だけでなく、

災害から大切な命を守るという共通認識のもと、地域防災の意識を高めるという観点

から、学校と家庭・地域の連携のもと、広義の防災教育を進める必要がある。 

 

ウ 社会教育（生涯学習） 

高齢化､高学歴化､価値観の多様化､自由時間の増加等により、ゆとりと生きがいの

ある充実した生活が求められており､人々の学習に対する関心が強まっている。 

これとともに､社会情勢が目まぐるしく変化していることから、社会人になっても

生涯にわたって常に学習を心掛けるという生涯学習の必要性も大きくなってきてい

る。 
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これらのことから、生涯学習体系を整備し、住民一人ひとりが充実した人生を送る

ため、あらゆる場所、機会を通じて豊かな人間性と想像力を育て、次代を担う青少年

の健全育成や、生きがいにつながるコミュニティ活動及びスポーツ、文化等ふるさと

づくりを推進するとともに、集会施設等の整備充実を図り、地域の教育力の啓発に努

め、住民自ら学習する意欲と能力を養う学習活動を促進する必要がある。 

部落差別をはじめとする様々な差別は、行政の責務において解決しなければならな

いと同時に、社会全体の課題である。あらゆる差別・偏見を解消し、互いの人権が尊

重される社会づくりを目指す人権・同和教育の展開を図る。 

 

（２）その対策 

ア 幼児教育 

幼児理解に基づいた教育課程の編成と保育内容・指導の充実に努める。さらに、地

域の実情に即して協力体制を整え、家庭・地域及び保育所・小学校との連携と相互理

解に努める。そして、幼児・児童の学びや育ちを連続的にとらえ、小学校との円滑な

接続を図る。また、保護者のニーズを踏まえて、預かり保育の充実や未就園児とその

保護者への園庭開放を進め、子育て支援に取り組む。 

 

イ 学校教育 

学校の小規模化においては、複式指導など個に応じたきめ細かな指導を充実させる

とともに、各学級の児童生徒数の適正化を図るため、学校の統廃合を保護者や地域住

民の願いを尊重しながら進めていく。 

学校教育においては、学習指導要領に基づき、学校や地域の実態に即して、各教科

等の特質を生かしながら、教科等横断的な視点から教育課程の編成・充実を図る。GIGA

スクール構想の実現で整備された学習用端末やデジタル教科書、学習支援ソフト、AI

ドリル等の ICT 環境を有効活用する学習展開を推進し、「個別最適な学び」と「協働

的な学び」を充実させ、学習意欲の向上や学力の定着、情報活用能力の育成を図る。 

また、英語力向上のための指導充実、外国語指導助手を有効に活用するほか、体力

の向上を目指し、体力アップ自己新記録賞の継続による意欲化や運動習慣の確立、体

育・健康に関する指導の充実に努める。 

これら学校教育の環境基盤の充実のため、特別教室への空調機の設置及び学校施設

における防災機能の強化を計画的に推進する中で、屋内運動場の空調機の設置を進め

ていく。 

 町指定の研究推進校の取組を中心に、食育の研究成果を全小・中学校等に還元し、

食に関する意識の向上と食生活の改善を図る。学校給食においては、衛生管理基準に

適合した給食施設に整備され、「安全で安心な給食の提供」を引続き安定的に行うと

ともに、学校給食衛生管理基準に示されているＨＡＣＣＰ（ハサップ）の対応など、
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変化する社会情勢に即した衛生基準を確保するため、調理機器のメンテナンスや更新

などの環境の整備を行う。 

防災教育については、学校と家庭、地域が連携した防災学習、合同避難訓練等の取

組を行ったり、防災対策課と連携を図りながら町指定の研究指定校の研究成果を全

小・中学校等に還元したりしながら、防災の意識の向上を図る。 

 

ウ 社会教育（生涯学習） 

社会教育として取り組むべき目標や方針を定めた社会教育基本方針を策定し、町民

各層の学習活動を一貫して促進するための体系化を図る。 

また、本町の公民館等においては、公民館主事の地域に適応した配置により各地域

の住民サービスを図るため、児童から高齢者まで、すべての住民を対象にした多彩で

ニーズに合った講座を提供し､参加者の広がりを目指すとともに、各種の社会教育団

体や学習団体・グループなどの育成・支援に努める。 

さらに､生涯学習のための場と機会を充実させるため､公民館、スポーツ施設等の整

備を進めるとともに、学校施設の開放や既存公共施設､民間施設等の多目的利用を推

進する。 

既存スポーツ施設を有効活用するために効果的な修繕を実施し、国体で使用したあ

けぼのグラウンドを中心に、各種スポーツ大会やイベント等を開催することで町民の

健康増進や体力の維持につなげる。 

このほか、青少年を取り巻く環境が変化する中、学校、家庭、地域、関係機関など

が連携し、青少年の社会活動への参加促進と安全な居場所づくりの充実を図り、地域

ぐるみで青少年の健全育成に努める。 

 

 

 目標値 

目標項目 
現状値 

(令和６年度) 

目標値 

(令和 12 年度) 

授業が分かると言う生徒

の割合 
94.6％ 95.0％ 

スポーツ施設利用者数 105,531 人 130,000 人 
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（３）計画（令和８年度～令和 12 年度） 

8 教育の振興 (1)

船越小学校トイレ洋式化等工事

一本松中学校トイレ洋式化等工事

家串小学校特別教室空調機整備工事

柏小学校特別教室空調機整備工事

平城小学校特別教室空調機整備工事

城辺小学校特別教室空調機整備工事

緑小学校特別教室空調機整備工事

一本松小学校特別教室空調機整備工事

福浦小学校特別教室空調機整備工事

船越小学校特別教室空調機整備工事

御荘中学校特別教室空調機整備工事

城辺中学校特別教室空調機整備工事

一本松中学校特別教室空調機整備工事

屋内運動場 学校施設防災機能強化事業

プール 城辺中学校プール・プール附属棟

改修工事
(3)

上大道公民館空調設備改修事業

一本松公民館増田分館改修事業

一本松公民館小山分館空調設備改

修事業

一本松公民館中川分館改修事業

漁村振興センター改修事業

深浦公民館改修事業

集会施設、
体育施設等

愛南町

愛南町
校舎

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

事業名

学校教育関
連施設

持続的発展施策区分 事業主体 備考
（施設名）

愛南町

事　業　内　容

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

公民館

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町
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8 教育の振興 魚神山公民館改修事業

家串公民館平碆分館改修事業

菊川公民館外装内装改修・駐車場

舗装事業

平城公民館空調設備・外装内装

改修事業

長月公民館外装内装改修事業

赤水公民館改修事業

緑基幹集落センター改修事業

城の辺学習館改修事業

久良ふるさとセンター改修事業

西海公民館改修事業

福浦公民館改修事業

福浦公民館武者泊分館改修事業

西海体育館改修事業

一本松交流促進センター改修事業

御荘B&G海洋センター改修事業

内海運動公園改修事業

一本松プール改修事業

(4)

海外派遣研修事業

海外派遣研修事業を実施し、国際
感覚豊かな人材育成を推進する。

複式学級支援事業

支援員を臨時職員として採用し、
授業のサポートを図る。

廃校施設等解体事業

学校統廃合等により廃校となって
いる町内の廃校施設等を解体撤去
する。

学校ICT環境整備事業

学校ICT環境の整備を推進する。

(5) その他

語学指導等を行う

外国語指導助手招致事業

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

公民館

事業主体 備考

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

過疎地域持続
的発展特別事
業

愛南町
体育施設

愛南町

愛南町

愛南町

持続的発展施策区分
事業名

事　業　内　容
（施設名）
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（４）公共施設等総合管理計画との整合 

 学校教育系施設については、地域住民にとって身近な公共施設であり、閉校となっ

た後も、できるだけ地域コミュニティの拠点として活かすことが重要である。そのた

め、今後も地域要望の確認に努めるとともに、関係所管課等と連携を図りながら利活

用を検討する。 

また、既存の学校施設については、将来の児童数・生徒数の見込みを踏まえて、空

教室等が生じた場合には、その利活用を検討し、小規模校のデメリット解消のための

施策や、新たな学校編成のあり方を模索する。さらに、施設維持管理及び防災上の観

点から、教育施設の建物保全計画の策定を検討し、計画的な改修等によって安全確保

とともにライフサイクルコストの低減を図る。 

公民館及び地域コミュニティ施設については、学校施設とともに地域防災の拠点と

なるため、安易に減らすことができない。このことからも施設の老朽化状況や利用状

況、地域の将来人口など総合的に勘案し、今後のあり方について検討を進める。 

資料館については、引き続き資料の適切な保管と各種の展示企画を行い、施設の有

効活用を図る。あわせて、未利用施設を資料の保管スペースとすることについて検討

を行う。 

スポーツ施設については、各種スポーツ団体及び指導者の育成により、地域でスポ

ーツに親しむ町民を増加させ利用率を向上させる。利用率の高い施設については、よ

り幅広く町内外の住民に活用してもらえるよう、プログラムの一層の充実を図る。施

設の老朽化により維持修繕費用がかさむ傾向にあるので、予防保全の考え方を取り入

れて計画的な修繕を行う。 

 



 

５９ 

10 集落の整備 

（１）現況と問題点 
 

本町では、少子・高齢化により集落人口は、減少の傾向にあるが、現状では、地域

内の自治組織を中心として、集落機能が維持されている。 

しかし、地域経済の停滞や少子高齢化等により地域の活力が失われつつあり、今後

も集落人口の減少が続くことが予想されるため、若い世代の定住促進を図る対策が急

務であり、地域をけん引していく若い世代の地域づくり活動団体や地域づくりリーダ

ーの育成が必要である。 

また、地域内の学校においては、児童・生徒が減少しており、それに伴い地域の活

気や賑わいが失われる傾向にあるため、住民が主体となってまちづくりを推進し、行

政がこれを支援するなど、住民の理解と協力の下、地域活性化に向けた積極的なまち

づくりの姿勢が求められている。 

 

（２）その対策 

現状の集落機能を維持していくため、町内の各種まちづくり活動団体や関係機関と

協力しながら、地域が主体的・自律的にまちづくりに取り組めるように住民との密接

な協力体制を確立するとともに、まちづくりに関する上位・関連計画との整合を図り

ながら、集会所の建設や改修、生活道路の整備など社会基盤の整備を継続して進める。 

 また、地域内にある空家の調査を行い、本町への定住希望者に対して、情報提供を

行い、ＵＪＩターン相談窓口を開設するなど相談者の利便性を図るとともに、「集落

支援員」や「地域おこし協力隊」の導入など地域づくりリーダー等の人材育成を図る。 

さらに、住民の自主的な地域活動であるコミュニティ活動や地域づくり研修活動、

地域イベント開催等に対して地域振興費やコミュニティ助成金事業補助金などの町

単独補助制度により支援を行い、住民組織の強化や地域活力の創造を目指していく。 

 

 

目標値 

目標項目 
現状値 

(令和６年度) 

目標値 

(令和 12 年度) 

町民の行政区への加入率 71.1％ 75.0％ 
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（３）計画（令和８年度～令和 12 年度） 

9 集落の整備 (2)

地域振興費助成事業

行政区活動の活性化を支援するた
め、行政区の加入世帯数に応じて
振興費を交付する。

まちづくり創造事業
あいなん祭り

住民のコミュニケーションの場と
して実施される夏まつりに対し、
補助を行う。

県境夏まつり「一本松」事業

地域の自主団体が中心となり運営
される事業に対し、助成を行う。

持続的発展施策区分
事業名

事　業　内　容 事業主体 備考
（施設名）

過疎地域持続
的発展特別事
業

愛南町

愛南町

愛南町

 

 

（４）公共施設等総合管理計画との整合 

 集会施設については、公民館、コミュニティ施設とあわせて機能が類似する施設は

集約化を推進し、総量縮減によって維持管理の適正化と効率化を図る。具体的には近

接する地区間での共同管理などがあるが、老朽化の激しい集会施設に変えて、町管理

の他施設を転用したり、民家を寄附してもらうなどの方策も進めていくこととする。 

地元管理が困難となった集会施設については、廃止又は他施設との複合化によって

施設を集約化し、維持管理の負担軽減を図る。反面、地域コミュニティの適正な維持

及び防災上の観点より、地元と協議の上、町で維持管理を続ける施設が出てくること

も視野に入れている。 
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11 地域文化の振興等 

（１）現況と問題点 

文化芸術は、人々が真にゆとりと潤いを実感できる心豊かな生活を実現していく上

で不可欠なものであると同時に、様々なコミュニティの構成員としての誇りやアイデ

ンティティを形成する心のよりどころとなるものである。また、地域に伝えられる伝

統文化・伝統芸能は、それ自体が貴重な地域の文化財であり、これを次世代に継承し

ていく営みは、地域に誇りと愛着をもたらし、地域共同体に果たす役割として非常に

大きい。 

しかしながら、近年加速する人口の減少と少子高齢化によって、文化団体の活動や

伝統行事の運営などが難しくなりつつある。 

文化財は、我が国の歴史、文化等の正しい理解のために欠くことができないもので

あり、また、将来の文化の向上発展の基礎となるものであることから、その適切な保

存・活用を図ることが極めて重要である。町内には多くの文化財があるものの、調査・

研究が進んでいないものが多く、地域資源として十分に活用されているとは言い難い。 

 

（２）その対策 

地域文化の次世代への継承を推進し、町民に優れた文化芸術に接する機会を提供す

るとともに、近年著しい進化を続ける情報通信技術や映像技術を活用しながら、地域

文化の町内外へのアピール、伝統文化・伝統芸能のデジタルアーカイブ化など、デジ

タル・ネットワーク社会に対応した支援を推進する。 

町内に存在する数多くの文化財のうち、平城貝塚や遍路道等の文化的価値の高いも

のを地域学習などにおいて積極的に活用し、郷土への愛着を深めるための郷土の歴史

文化を学ぶ仕組みづくりに努める。 

 

 

 目標値 

目標項目 
現状値 

(令和７年度) 

目標値 

(令和 12 年度) 

文化活動への参加者数 38,506 人 45,000 人 
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（３）計画（令和８年度～令和 12 年度） 

10 地域文化の振興等 (1)

御荘文化センター大規模改修事業地域文化振
興施設

愛南町

持続的発展施策区分
事業名

事　業　内　容 事業主体 備考
（施設名）
地域文化振
興施設等

 

 

（４）公共施設等総合管理計画との整合 

文化施設については、費用対効果を踏まえた上で、計画的な維持更新を行う。 

利便性向上策の一つとしてＷｅｂによる施設予約なども検討課題とする。駐車場の

整備など、利活用を推進するために必要な施設や設備のあり方についても検討を行う。 
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１2 再生可能エネルギーの利用の推進 

（１）現況と問題点 

  2011 年の東日本大震災とそれに伴う福島第一原子力発電所事故が日本のエネル

ギー政策に大きな転換をもたらし、さらには、2022 年のロシアによるウクライナ侵

攻の影響を受け、海外からの化石燃料の調達不安や燃料価格の急騰など、企業や家

庭におけるエネルギー調達に対する懸念が具現化している。 

このような情勢のなか、国は 2025 年２月に閣議決定した第７次エネルギー基本

計画により、脱炭素社会実現に向けた日本のエネルギー政策の道筋を示し、再生可

能エネルギーを「主力電源」とする方向性を明示している。 

  本町においても「豊かな自然環境と共生し快適に暮らせるまちづくり」を基本目

標に、環境負荷が少ない循環型社会システムの構築を目指し、自然環境・生活環境

に配慮した発電施設の導入や再生可能エネルギーを利用したまちづくりを進めて

おり、現在、民間事業者によって大型風力発電や太陽光発電などの再生可能エネル

ギー発電事業が展開されている。 

 

（２）その対策 

 低炭素社会を推進するため、再生可能エネルギーを活用した発電設備の普及・推

進に努める。公共施設においては、太陽光発電設備の導入を進めることで、二酸化

炭素の排出削減に取り組むとともに、災害時の電力確保に努める。 

また、自然環境への負荷を低減する新エネルギー利用機器等（太陽光発電、燃料

電池、リチウムイオン蓄電池、クリーンエネルギー自動車）の導入を支援するため

機器購入に対して助成を行い、新エネルギーの利用を促進することで、二酸化炭素

等温室効果ガスの排出抑制を図る。 

 

 

 目標値 

目標項目 
現状値 

(令和４年度) 

目標値 

(令和 12 年度) 

愛南町の二酸化炭素排出量 122 千 t‐CO2 
99 千 t‐CO2 

(2013 年度比 46%削減値) 
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（３）計画（令和８年度～令和 12 年度） 

11 (2)

新エネルギー等導入促進補助事業

環境への負荷の少ないエネルギー
の利用を促進するため、新エネル
ギー等対象機器の購入に対して経
費の一部を補助する。

再生可能エネル
ギーの利用の推
進

過疎地域持続
的発展特別事
業

愛南町

事業名
事　業　内　容 事業主体 備考

（施設名）
持続的発展施策区分

 

 



 

６５ 

事業計画（令和８年度～令和 12 年度）過疎地域持続的発展特別事業分 

1 (4)

人材育成 人材育成事業
国内外先進地への調査研修事業に
対し、補助金を交付する。

担い手総合支援事業
（新規就農者募集活動支援事業）

町外から移住による就農希望者を
就農相談や体験ツアーをもって募
り、愛南農業を支える未来の担い
手を確保するきっかけとする。

担い手総合支援事業
（就農候補者研修事業）

主に愛南町で就農希望する者に対
して、最長2年間の研修を通して、
就農スキルを磨いて頂き、愛南農
業を支える人材を育成していく。

その他 結婚・定住促進動画作成委託事業

マスメディアやインターネット及
び各種フェア等での結婚・定住促
進動画の配信を進めながら、家族
形成意識の醸成及び愛南町の魅力
を幅広く発信する。

2 産業の振興 (10)

地域材利用木造住宅建築促進事業

地域の製材所で加工された木材を
使用した木造住宅の建築をしよう
とする者及び建築された木造建売
住宅を購入しようとする者に対
し、その経費の一部に対して補助
金を交付する。

優良アコヤガイ作出事業

優良アコヤ貝の品種改良試験を実
施し、地域真珠産業の再構築を図
る。

海岸堤防等長寿命化計画策定事業

海岸保全施設の損傷度の調査並び
に長寿命化計画を策定し、将来の
予防保全を踏まえた適切な維持管
理を推進する。

起業化支援助成金交付事業

本町に潜在する豊富な農林水産
物、良質な自然資源等の地域資源
を活かして新たに起業を目指すも
のに対し、起業化支援助成金を交
付する。

愛南町

事業主体 備考
（施設名）

愛南町

愛南町

愛南町

過疎地域持続
的発展特別事
業

過疎地域持続
的発展特別事
業

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

持続的発展施策区分

移住・定住・地域間交
流の促進、人材育成

事業名
事　業　内　容
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2 産業の振興 (10) 中小企業者等支援事業補助金

生産性の向上に取り組む中小企業
者等に対し、経営の安定化及び強
化を図るため補助金を交付する。

就業相談事業

「就職支援センター」の設置によ
り、求職情報の照会及び斡旋等就
業相談を実施する。

愛南町観光振興イベント補助事業

地場産業の振興及び観光の振興を
図るため、民間主導のイベントを
開催する。

観光旅客船事業

旅客船を設置し、観光の振興を図
る。

企業立地促進奨励事業

本町における企業立地をしようと
する指定事業者に対し奨励措置を
実施する。

一本松温泉あけぼの荘事業

町民のやすらぎの場及びふれあい
交流の拠点として親しまれるとと
もに、住民福祉の向上及び健康増
進を図り、併せて地域の観光、産
業の振興を図る。

漁港機能保全計画策定事業

町内19漁港のうち補助要件を満た
さない５漁港施設の機能保全計画
の策定を図る。

4 (9)

コミュニティバス運営事業

町内における住民の交通手段を確
保するため、四国運輸局愛媛運輸
支局長の許可を受けた区間にコ
ミュニティバスを運行する。

バス停待合所撤去事業(西海支所)

不要となったバス停を撤去し、維
持管理の効率化を図る。

生活バス路線維持対策費補助事業

乗り合いバス事業者に愛南町生活
バス路線維持対策費補助金を交付
する。

過疎地域持続
的発展特別事
業

事業主体 備考
（施設名）

持続的発展施策区分
事業名

事　業　内　容

ランニングコス
ト削減

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

交通施設の整
備、交通手段の
確保

過疎地域持続
的発展特別事
業
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4 (9) 高齢者タクシー助成事業

交通の不便な地域のお年寄りのた
め、タクシー料金の一部を助成す
る。

障がい者（児）タクシー助成事業

在宅の障がい者（児）の社会参加
の促進と福祉の増進を図るために
タクシーチケットを交付する。

スクールバス運行事業（小学校）

学校統廃合等により通学が必要に
なった地域から小学校までのス
クールバスを運行する。

スクールバス運行事業（中学校）

学校統廃合等により通学が必要に
なった地域から中学校までのス
クールバスを運行する。

橋梁長寿命化策定委託事業

橋梁の異常、損傷を早期に発見す
るための維持管理対策及び方針を
策定する。

トンネル長寿命化点検委託事業

従来の対症療法的な修繕から予防
的な修繕及び計画的な改良に政策
転換を図り、損傷の程度に応じた
維持管理対策及び方針を策定する
ための点検を実施する。

舗装長寿命化策定委託事業

舗装の維持整備のため、従来の対
症療法的な修繕から予防的な修繕
及び計画的な改良に政策転換を図
り、損傷の程度に応じた維持管理
対策及び方針を策定するための点
検を実施する。

5 生活環境の整備 (7)

住宅新築・リフォーム補助事業

町内に住所を有し、住宅の新築及
びリフォームを行う者に対し、補
助金を交付する。

愛南町総合防災マップ及びWEB版マップ見直し業務

南海トラフ地震に対する国の被害
想定の見直し及び県の被害想定の
見直しが行われたことに伴い、町
で作成している総合防災マップ等
の見直しを行う。

持続的発展施策区分
事業名

事　業　内　容 事業主体 備考
（施設名）

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

過疎地域持続
的発展特別事
業

愛南町

愛南町

愛南町

過疎地域持続
的発展特別事
業

愛南町

交通施設の整
備、交通手段の
確保
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5 生活環境の整備 (7) 愛南町地域防災計画改定業務

国の防災基本計画の改訂等に伴
い、町の地域防災計画の見直しを
行う。

猫繁殖制限措置推進事業

飼い主のいない猫による生活環境
への被害防止や繁殖拡大防止のた
め、飼い主のいない猫の不妊去勢
手術を実施した者に対し、補助金
を交付する。

6 (8)

はり、きゅう、マッサージ等施

術費助成事業

65歳以上の高齢者が、はり、きゅ
う、マッサージ等の施術を受ける
場合に、その施術費の一部を助成
する。

高齢者予防接種事業

65歳以上（一部60歳以上65歳未満
対象）の高齢者を対象に委託医療
機関でのインフルエンザ予防接種
（１回・一部自己負担）を実施す
る。

子どもインフルエンザ予防接種事業

インフルエンザの予防のため、予
防接種を無償化にて実施する。

緊急通報体制等整備事業

緊急通報装置を貸与し、独居高齢
者等の日常生活の不安の解消及び
高齢者の福祉の向上図る。

子ども医療費助成事業

小学校1年生から高校3年生の子ど
もが医療機関等で受診した場合の
保険診療にかかる医療費の自己負
担分を助成する。
ひとり親家庭医療費助成事業

専修学校、教育施設、各種学校に
20歳に達した日以後において、引
き続き在籍している児童とその家
庭主が医療機関等で受診した場合
の保険診療にかかる医療費の自己
負担分を助成する。

備考

過疎地域持続
的発展特別事
業

愛南町

愛南町

（施設名）

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

子育て環境の確
保、高齢者等の
保健及び福祉の
向上

愛南町

持続的発展施策区分
事業名

事　業　内　容 事業主体

愛南町

過疎地域持続
的発展特別事
業

 

 

 



 

６９ 

6 (8) 出産子育て支援金交付事業

新生児の保護者を対象に、出産子
育て支援金を交付する。

ねたきり老人等介護慰労金支給事業

在宅の寝たきり老人等を抱える介
護者に慰労金を支給する。

乳幼児用紙おむつ券交付事業

対象乳児の保護者に対し紙おむつ
券を交付する。

介護タクシー助成事業

車イスやストレッチャーを利用す
れば介護タクシーにより通院等が
可能である者を対象にタクシー料
金の一部を助成する。

7 医療の確保 (3)

医師誘致のためのプロモーショ
ン動画作成事業
愛南町の医療の状況や町の魅力に
ついて、誘致対象医師に訴求力の
ある動画を作成・活用して県内外
の医師・研修医・医学生に向けPR
を行う。

医師・看護師等就職支援金事業

医師・看護師等専門職の確保と定
着のため、新たに町内に就職した
専門職員に対して補助を行う。

災害時医薬品備蓄事業

発災後の医療活動に必要な医薬品
を備蓄し、災害時に速やかに医薬
品を供給できる医療体制を確保す
る。

愛南町

備考
（施設名）

持続的発展施策区分
事業名

事　業　内　容 事業主体

過疎地域持続
的発展特別事
業

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

子育て環境の確
保、高齢者等の
保健及び福祉の
向上

過疎地域持続
的発展特別事
業

 

 



 

７０ 

8 教育の振興 (4)

海外派遣研修事業

海外派遣研修事業を実施し、国際
感覚豊かな人材育成を推進する。

複式学級支援事業

支援員を臨時職員として採用し、
授業のサポートを図る。

廃校施設等解体事業

学校統廃合等により廃校となって
いる町内の廃校施設等を解体撤去
する。

学校ICT環境整備事業

学校ICT環境の整備を推進する。

9 集落の整備 (2)

地域振興費助成事業

行政区活動の活性化を支援するた
め、行政区の加入世帯数に応じて
振興費を交付する。

まちづくり創造事業
あいなん祭り

住民のコミュニケーションの場と
して実施される夏まつりに対し、
補助を行う。

県境夏まつり「一本松」事業

地域の自主団体が中心となり運営
される事業に対し、助成を行う。

11 (2)

新エネルギー等導入促進補助事業

環境への負荷の少ないエネルギー
の利用を促進するため、新エネル
ギー等対象機器の購入に対して経
費の一部を補助する。

持続的発展施策区分
事業名

事　業　内　容 事業主体
（施設名）

再生可能エネルギー
の利用の推進

備考

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

過疎地域持続
的発展特別事
業

過疎地域持続
的発展特別事
業

愛南町

過疎地域持続
的発展特別事
業

 

 ※本事業計画における過疎地域持続的発展特別事業については、各事業の概要のと

おり当該施策の効果が将来に及ぶものとして実施するものである。 

 


